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(57)【要約】
【課題】ｎチャネル及びｐチャネルのゲート構造が異な
り且つメタルゲート電極を有する半導体装置において、
ゲート電極パターン形成時のドライエッチングでゲート
絶縁膜の突き抜けが発生しないようにする。
【解決手段】ゲート絶縁膜１０５と接する第２ゲート電
極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１がゲート電極１５１の一部
として形成されないｎチャネル領域１０３上に、第２ゲ
ート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１のエッチング時にオ
ーバーエッチング吸収層として機能する第１ゲート電極
材料膜（ポリシリコン膜）１０７を予め形成しておく。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に形成されたｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効
果トランジスタを有する半導体装置であって、
　前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタの
うちの一方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する金属含有層と、前記金
属含有層の上に形成された第１のシリコン含有層とを含み、
　前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタの
うちの他方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する第２のシリコン含有層
と、前記第２のシリコン含有層の上に形成された第３のシリコン含有層とを含み、
　前記第１のシリコン含有層と前記第３のシリコン含有層とは同一のシリコン含有材料膜
から形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第２のシリコン含有層及び第３のシリコン含有層の全体がシリサイド層であること
を特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　半導体基板上に形成されたｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効
果トランジスタを有する半導体装置であって、
　前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタの
うちの一方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する金属含有層と、前記金
属含有層の上に形成された第１の導電性酸化物層と、前記第１の導電性酸化物層の上に形
成された第１のシリコン含有層とを含み、
　前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタの
うちの他方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する第２のシリコン含有層
と、前記第２のシリコン含有層の上に形成された第２の導電性酸化物層と、前記第２の導
電性酸化物層の上に形成された第３のシリコン含有層とを含み、
　前記第１のシリコン含有層と前記第３のシリコン含有層とは同一のシリコン含有材料膜
から形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体装置において、
　前記第１の導電性酸化物層及び前記第２の導電性酸化物層は、Ｉｒ及びＲｕのうちの少
なくとも１つを含む酸化物からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　半導体基板上に形成されたｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効
果トランジスタを有する半導体装置であって、
　前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタの
うちの一方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する金属含有層と、前記金
属含有層の上に形成された第１のシリコン含有層とを含み、
　前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタの
うちの他方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する第２のシリコン含有層
と、前記第２のシリコン含有層の上に形成された導電性酸化物層と、前記導電性酸化物層
の上に形成された他の金属含有層と、前記他の金属含有層の上に形成された第３のシリコ
ン含有層とを含み、
　前記金属含有層と前記他の金属含有層とは同一の金属含有膜から形成されており、
　前記第１のシリコン含有層と前記第３のシリコン含有層とは同一のシリコン含有材料膜
から形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置において、
　前記金属含有層と前記第１のシリコン含有層との積層構造の側面には第１のオフセット
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スペーサが形成されており、
　前記第２のシリコン含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の側面には第２のオフセ
ットスペーサが形成されており、
　前記第１のオフセットスペーサは第１のオフセット膜及びその外側に形成された第２の
オフセット膜の積層膜からなり、
　前記第２のオフセットスペーサは前記第２のオフセット膜の単層膜からなることを特徴
とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置において、
　前記第２のオフセットスペーサは、前記他の金属含有層と前記第３のシリコン含有層と
の積層構造の側面においては前記第１のオフセット膜及び前記第２のオフセット膜の積層
膜からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体装置において、
　前記第２のシリコン含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の幅は、前記他の金属含
有層と前記第３のシリコン含有層との積層構造の幅よりも大きく、
　前記第２のシリコン含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の側面における前記第２
のオフセットスペーサの幅は、前記他の金属含有層と前記第３のシリコン含有層との積層
構造の側面における前記第２のオフセットスペーサの幅よりも小さいことを特徴とする半
導体装置。
【請求項９】
　請求項１、３～８のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のシリコン含有層及び前記第３のシリコン含有層のそれぞれの少なくとも上部
は、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｔｉ、Ｗ及びＰｔのうちの少なくとも１つを含むシリサイド層であるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１、３～９のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第２のシリコン含有層は、ポリシリコン、アモルファスシリコン又はシリコンゲル
マニウムに、Ｐ（燐）、Ａｓ（砒素）、Ｂ（ホウ素）、Ｉｎ（インジウム）、Ｎ（窒素）
、Ｃ（炭素）及びＦ（フッ素）のうちから選ばれた少なくとも１つの不純物をドーピング
した材料からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　半導体基板上に形成されたｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効
果トランジスタを有する半導体装置であって、
　前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタの
うちの一方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する金属含有層と、前記金
属含有層の上に形成された導電性酸化物層と、前記導電性酸化物層の上に形成されたシリ
コン含有層とを含み、
　前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタの
うちの他方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する他のシリコン含有層を
含み、
　前記シリコン含有層と前記他のシリコン含有層とは同一のシリコン含有材料膜から形成
されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の半導体装置において、
　前記他のシリコン含有層の全体がシリサイド層であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の半導体装置において、
　前記シリコン含有層及び前記他のシリコン含有層のそれぞれの少なくとも上部は、Ｎｉ
、Ｃｏ、Ｔｉ、Ｗ及びＰｔのうちの少なくとも１つを含むシリサイド層であることを特徴
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とする半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１１～１３のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記金属含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の側面には第１のオフセットスペー
サが形成されており、
　前記他のシリコン含有層の側面には第２のオフセットスペーサが形成されており、
　前記第２のオフセットスペーサは第１のオフセット膜及びその外側に形成された第２の
オフセット膜の積層膜からなり、
　前記第１のオフセットスペーサは前記第２のオフセット膜の単層膜からなることを特徴
とする半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の半導体装置において、
　前記第１のオフセットスペーサは、前記シリコン含有層の側面においては前記第１のオ
フセット膜及び前記第２のオフセット膜の積層膜からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の半導体装置において、
　前記金属含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の幅は、前記シリコン含有層の幅よ
りも大きく、
　前記金属含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の側面における前記第１のオフセッ
トスペーサの幅は、前記シリコン含有層の側面における前記第２のオフセットスペーサの
幅よりも小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項１７】
　請求項６～８、１４～１６のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のオフセット膜及び前記第２のオフセット膜はそれぞれ、シリコン酸化膜、シ
リコン窒化膜、シリコン炭化膜、シリコン酸化窒化膜又はシリコン酸化炭化膜であること
を特徴とする半導体装置。
【請求項１８】
　請求項５～１７のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記導電性酸化物層は、Ｉｒ及びＲｕのうちの少なくとも１つを含む酸化物からなるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記金属含有層は、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｃｕ、Ａｇ及びＡｕからな
る金属群から選ばれた少なくとも１つの金属よりなる金属膜、又は前記金属群から選ばれ
た少なくとも１つの金属の珪化物若しくは炭化物からなる膜であることを特徴とする半導
体装置。
【請求項２０】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記金属含有層は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ及びＷからなる金
属群から選ばれた少なくとも１つの金属よりなる金属膜、又は前記金属群から選ばれた少
なくとも１つの金属の窒化物、珪化物若しくは炭化物からなる膜であることを特徴とする
半導体装置。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記ゲート絶縁膜は、ＳｉＯ2 膜、ＨｆＯ2 膜、ＨｆＡｌx Ｏy 膜、ＨｆＳｉx Ｏy 膜
若しくはこれらの膜に窒素を添加した膜からなる絶縁膜群から選ばれた１つの絶縁膜から
なる単層膜、又は前記絶縁膜群から選ばれた少なくとも１つの絶縁膜を含む積層絶縁膜で
あることを特徴とする半導体装置。
【請求項２２】
　第１のトランジスタ領域と第２のトランジスタ領域とを有する半導体基板上にゲート絶
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縁膜を形成する工程（ａ）と、
　前記ゲート絶縁膜の上に第１のシリコン含有材料膜を形成する工程（ｂ）と、
　前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第１のシリコン含有材料膜を除去
する工程（ｃ）と、
　前記工程（ｃ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記ゲート絶
縁膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第１のシリコン含有
材料膜の上に金属含有材料膜を形成する工程（ｄ）と、
　前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記金属含有材料膜を除去する工程（
ｅ）と、
　前記工程（ｅ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記金属含有
材料膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第１のシリコン含
有材料膜の上に第２のシリコン含有材料膜を形成する工程（ｆ）と、
　前記第１のトランジスタ領域上において前記金属含有材料膜及び前記第２のシリコン含
有材料膜をパターニングすることによって第１のゲート電極を形成すると共に、前記第２
のトランジスタ領域上において前記第１のシリコン含有材料膜及び前記第２のシリコン含
有材料膜をパターニングすることによって第２のゲート電極を形成する工程（ｇ）とを備
えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ｃ）は、前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第１のシリコ
ン含有材料膜を覆うエッチングカバー膜を用いて、前記第１のトランジスタ領域上に位置
する部分の前記第１のシリコン含有材料膜を除去する工程を含み、
　前記工程（ｆ）の前に、前記エッチングカバー膜を除去する工程をさらに備えているこ
とを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ｅ）は、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記金属含有材料
膜を覆う他のエッチングカバー膜を用いて、前記第２のトランジスタ領域上に位置する部
分の前記金属含有材料膜を除去する工程を含み、
　前記工程（ｆ）の前に、前記他のエッチングカバー膜を除去する工程をさらに備えてい
ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２５】
　第１のトランジスタ領域と第２のトランジスタ領域とを有する半導体基板上にゲート絶
縁膜を形成する工程（ａ）と、
　前記ゲート絶縁膜の上に第１のシリコン含有材料膜及び第１の導電性酸化物膜を順次形
成する工程（ｂ）と、
　前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第１の導電性酸化物膜及び前記第
１のシリコン含有材料膜を除去する工程（ｃ）と、
　前記工程（ｃ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記ゲート絶
縁膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第１の導電性酸化物
膜の上に金属含有材料膜及び第２の導電性酸化物膜を順次形成する工程（ｄ）と、
　前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第２の導電性酸化物膜及び前記金
属含有材料膜を除去する工程（ｅ）と、
　前記工程（ｅ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第２の導
電性酸化物膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第１の導電
性酸化物膜の上に第２のシリコン含有材料膜を形成する工程（ｆ）と、
　前記第１のトランジスタ領域上において前記金属含有材料膜、前記第２の導電性酸化物
膜及び前記第２のシリコン含有材料膜をパターニングすることによって第１のゲート電極
を形成すると共に、前記第２のトランジスタ領域上において前記第１のシリコン含有材料
膜、前記第１の導電性酸化物膜及び前記第２のシリコン含有材料膜をパターニングするこ
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とによって第２のゲート電極を形成する工程（ｇ）とを備えていることを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項２６】
　第１のトランジスタ領域と第２のトランジスタ領域とを有する半導体基板上にゲート絶
縁膜を形成する工程（ａ）と、
　前記ゲート絶縁膜の上に第１のシリコン含有材料膜及び導電性酸化物膜を順次形成する
工程（ｂ）と、
　前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記導電性酸化物膜及び前記第１のシ
リコン含有材料膜を除去する工程（ｃ）と、
　前記工程（ｃ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記ゲート絶
縁膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記導電性酸化物膜の上
に金属含有材料膜及び第２のシリコン含有材料膜を順次形成する工程（ｄ）と、
　前記第１のトランジスタ領域上において前記第２のシリコン含有材料膜及び前記金属含
有材料膜をパターニングすることによって第１のゲート電極を形成すると共に、前記第２
のトランジスタ領域上において前記第２のシリコン含有材料膜及び前記金属含有材料膜を
ゲート電極形状にパターニングする工程（ｅ）と、
　前記工程（ｅ）の後に、前記第１のトランジスタ領域及び前記第２のトランジスタ領域
を覆う絶縁膜を形成する工程（ｆ）と、
　前記第１のトランジスタ領域をレジストによって保護しながら、前記第２のトランジス
タ領域上において前記絶縁膜及び前記導電性酸化物膜をエッチバックした後、前記レジス
トを除去し、その後、前記第１のトランジスタ領域を前記絶縁膜によって保護しながら、
前記第２のトランジスタ領域上において前記第１のシリコン含有材料膜をゲート電極形状
にパターニングすることによって第２のゲート電極を形成する工程（ｇ）と、
　前記工程（ｇ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に残存する前記絶縁膜を除去す
る工程（ｈ）とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ｆ）は、前記第２のトランジスタ領域上においてパターニングされた前記第
２のシリコン含有材料膜及び前記金属含有材料膜のそれぞれの側面を覆うように前記絶縁
膜を形成する工程を含み、
　前記工程（ｈ）は、前記半導体基板上の全面に他の絶縁膜を形成した後、当該他の絶縁
膜及び前記絶縁膜に対してエッチバックを行って、前記第１のゲート電極の側面に前記絶
縁膜及び前記他の絶縁膜の積層膜からなる第１のオフセットスペーサを形成すると共に、
前記第２のゲート電極のうちの前記第２のシリコン含有材料膜及び前記金属含有材料膜の
それぞれの側面を覆う前記絶縁膜と当該絶縁膜並びに前記第２のゲート電極のうちの前記
導電性酸化物膜及び前記第１のシリコン含有材料膜のそれぞれの側面を覆う前記他の絶縁
膜とからなる第２のオフセットスペーサを形成する形成する工程を含むことを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項２８】
　第１のトランジスタ領域と第２のトランジスタ領域とを有する半導体基板上にゲート絶
縁膜を形成する工程（ａ）と、
　前記ゲート絶縁膜の上に金属含有材料膜及び導電性酸化物膜を形成する工程（ｂ）と、
　前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記導電性酸化物膜及び前記金属含有
材料膜を除去する工程（ｃ）と、
　前記工程（ｃ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記導電性酸
化物膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記ゲート絶縁膜の上
にシリコン含有材料膜を形成する工程（ｄ）と、
　前記第１のトランジスタ領域上において前記シリコン含有材料膜をゲート電極形状にパ
ターニングすると共に、前記第２のトランジスタ領域上において前記シリコン含有材料膜
をパターニングすることによって第２のゲート電極を形成する工程（ｅ）と、
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　前記工程（ｅ）の後に、前記第１のトランジスタ領域及び前記第２のトランジスタ領域
を覆う絶縁膜を形成する工程（ｆ）と、
　前記第２のトランジスタ領域をレジストによって保護しながら、前記第１のトランジス
タ領域上において前記絶縁膜及び前記導電性酸化物膜をエッチバックした後、前記レジス
トを除去し、その後、前記第２のトランジスタ領域を前記絶縁膜によって保護しながら、
前記第１のトランジスタ領域上において前記金属含有材料膜をゲート電極形状にパターニ
ングすることによって第１のゲート電極を形成する工程（ｇ）と、
　前記工程（ｇ）の後に、前記第２のトランジスタ領域上に残存する前記絶縁膜を除去す
る工程（ｈ）とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ｆ）は、前記第１のトランジスタ領域上においてパターニングされた前記シ
リコン含有材料膜の側面を覆うように前記絶縁膜を形成する工程を含み、
　前記工程（ｈ）は、前記半導体基板上の全面に他の絶縁膜を形成した後、当該他の絶縁
膜及び前記絶縁膜に対してエッチバックを行って、前記第１のゲート電極のうちの前記シ
リコン含有材料膜の側面を覆う前記絶縁膜と当該絶縁膜並びに前記第１のゲート電極のう
ちの前記導電性酸化物膜及び前記金属含有材料膜のそれぞれの側面を覆う前記他の絶縁膜
とからなる第１のオフセットスペーサを形成すると共に、前記第２のゲート電極の側面に
前記絶縁膜及び前記他の絶縁膜の積層膜からなる第２のオフセットスペーサを形成する形
成する工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３０】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記金属含有層の厚さ及び前記第２のシリコン含有層の厚さは、前記金属含有層におけ
る金属Ｍ１と当該金属Ｍ１と同一又は異なる元素Ｍ２との間の結合を切断するためのエネ
ルギーである結合解離エネルギーＤ（Ｍ１－Ｍ２）と、前記第２のシリコン含有層におけ
るシリコン結合を切断するためのエネルギーである結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）
とに基づいて決定されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の半導体装置において、
　前記結合解離エネルギーＤ（Ｍ１－Ｍ２）が前記結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）
よりも大きい場合には、前記第２のシリコン含有層の厚さが前記金属含有層の厚さよりも
大きく設定されており、
　前記結合解離エネルギーＤ（Ｍ１－Ｍ２）が前記結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）
よりも小さい場合には、前記第２のシリコン含有層の厚さが前記金属含有層の厚さよりも
小さく設定されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３２】
　請求項３０に記載の半導体装置において、
　前記金属含有層はＴｉ又はＴａからなり、
　前記第２のシリコン含有層はポリシリコンからなり、
　前記第２のシリコン含有層の厚さは前記金属含有層の厚さよりも小さく設定されている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３３】
　請求項３０に記載の半導体装置において、
　前記金属含有層はＴｉＮ、ＴｉＣ、ＴｉＯ、ＴａＮ、ＴａＣ又はＴａＯからなり、
　前記第２のシリコン含有層はポリシリコンからなり、
　前記第２のシリコン含有層の厚さは前記金属含有層の厚さよりも大きく設定されている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３４】
　請求項２２～２５に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１のシリコン含有材料膜の厚さは、前記金属含有材料膜の厚さ、及び前記工程（
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ｇ）における前記第１のシリコン含有材料膜と前記金属含有材料膜とのエッチングレート
比に応じて、前記第１のシリコン含有材料膜及び前記金属含有材料膜のそれぞれのエッチ
ングが完了する時間が実質的に同じになるように設定されていることを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１のシリコン含有材料膜の厚さは、
　ＴＩＭＥ１　＝　ＴＨ１／ＥＲ１　・・・　（式１）
　ＴＩＭＥ２　＝　ＴＨ２／ＥＲ２　・・・　（式２）
　ＴＩＭＥ２×１．２＞ＴＩＭＥ１＞ＴＩＭＥ２×０．８　・・・　（式３）
に従って設定されている（但し、ＴＩＭＥ１は前記第１のシリコン含有材料膜のエッチン
グが完了するのに要する時間であり、ＴＩＭＥ２は前記金属含有材料膜のエッチングが完
了するのに要する時間であり、ＴＨ１は前記第１のシリコン含有材料膜の厚さであり、Ｔ
Ｈ２は前記金属含有材料膜の厚さであり、ＥＲ１は前記工程（ｇ）における前記第１のシ
リコン含有材料膜のエッチングレートであり、ＥＲ２は前記工程（ｇ）における前記金属
含有材料膜のエッチングレートである）ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体装置及び半導体装置の製造方法に関し、具体的には、電界効果トラ
ンジスタを含む半導体装置及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の高度集積化及び微細化に伴い、トランジスタにおいても微細化が急
速に進められている。これに伴って、トランジスタのゲート絶縁膜の薄膜化が進んでおり
、現在、ＥＯＴ（等価酸化膜厚）で約２．０ｎｍ以下にまで薄膜化が進められている。こ
のように、ゲート絶縁膜が薄膜化すると、従来のＳｉＯ2 からなるゲート絶縁膜では、リ
ーク電流が増大し、無視できない値となる。そこで、ゲート絶縁膜として、高誘電率膜（
以下、High-k膜）が用いられている。High-k膜をゲート絶縁膜として用いることにより、
実際の物理的膜厚を厚く確保してトンネル電流を抑えつつ、ＥＯＴを薄くし、消費電力の
低減を図ることができる。
【０００３】
　一方、ゲート電極においては、トランジスタの微細化に伴い、電極の空乏化による容量
の低下が問題となる。従来のポリシリコンからなるゲート電極の場合、この容量の低下は
、シリコン酸化膜の膜厚の増分に換算すると、約０．５ｎｍに相当し、ゲート絶縁膜の膜
厚と比較して無視できない値となる。そこで、ゲート電極においては、従来のポリシリコ
ンに代えて、メタルを用いることが考えられている。メタルゲートを用いた場合には、前
述のような空乏化の問題を抑えることができる。
【０００４】
　ところで、従来のように、ポリシリコン膜を用いたゲート電極の場合、フォトリソグラ
フィ法とイオン注入法とにより、ｐチャネル領域とｎチャネル領域、即ち、２種類の仕事
関数を有する領域を容易に作り分けることができる。そして、例えば、ゲート電極にポリ
シリコン膜を用いたＣＭＯＳＦＥＴ（Complementary Metal Oxide Semiconductor Field 
Effect Transistor ）を形成する場合、ｎＭＯＳＦＥＴのゲート電極にはｎ+ ＰｏｌｙＳ
ｉを用い、ｐＭＯＳＦＥＴのゲート電極にはｐ+ ＰｏｌｙＳｉを用いることにより、低い
閾値を得る方法（Dual Work Function）が広く用いられている。
【０００５】
　しかしながら、一般に、メタルゲートに関しては、前述のポリシリコンゲートに相当す
る方法、即ち、１種類の膜を堆積した後に、それぞれの領域に応じた導電型の不純物を注
入することにより、容易に仕事関数を変動させるような方法は確立されていない。
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【０００６】
　そこで、メタルゲート電極を用いつつ、Dual Work Functionの制御が可能なゲート電極
構造として、ｐチャネル側では前述の空乏化を抑制するためのメタルゲートを用いたｐＭ
ＩＳ（Metal Insulator Semiconductor ）構造とし、一方、ｎチャネル側ではゲート電極
の空乏化が比較的発生しにくいために仕事関数制御が容易なｎ+ ＰｏｌｙＳｉを用いたｎ
ＭＯＳ構造としたゲート電極構造、つまりハイブリッドメタルゲート電極構造が提案され
ている（非特許文献１参照）。
【０００７】
　以下、従来のハイブリッドメタルゲート電極構造を用いたＣＭＯＳＦＥＴの形成方法に
ついて説明する。
【０００８】
　図２３（ａ）、（ｂ）及び図２４（ａ）、（ｂ）は従来のハイブリッドメタルゲート電
極構造を用いたＣＭＯＳＦＥＴの形成方法の各工程を示す断面図である。
【０００９】
　まず、図２３（ａ）に示すように、半導体基板１１に素子分離１２を形成してｎチャネ
ル領域１３及びｐチャネル領域１４を区画した後、ｎチャネル領域１３及びｐチャネル領
域１４にｐウェル及びｎウェル（図示省略）を形成する。その後、各領域１３及び１４を
含む半導体基板１１の上にＨｆＯ2 膜等のHigh-k膜をゲート絶縁膜１５として形成する。
その後、ゲート絶縁膜１５上にｐＭＩＳ構造用の金属含有膜であるＴｉＮ等のゲート電極
材料膜２１を堆積する。
【００１０】
　次に、図２３（ｂ）に示すように、ｎチャネル領域１３上が開口されたレジストパター
ン１９を用いてｎチャネル領域１３上のゲート電極材料膜２１を選択的に除去した後、レ
ジストパターン１９を除去し、その後、図２４（ａ）に示すように、半導体基板１１上の
全面にポリシリコン膜２３を堆積した後、ゲート電極形成領域を覆うレジストパターン２
４を形成する。
【００１１】
　その後、レジストパターン２４を用いて、ｎチャネル領域１３上のポリシリコン膜２３
、及びｐチャネル領域１４上のゲート電極材料膜２１及びポリシリコン膜２３の積層膜を
ゲート電極の形状に加工する。これにより、図２４（ｂ）に示すように、ｎチャネル領域
１３上にポリシリコン膜２３からなるゲート電極５１が形成されると共に、ｐチャネル領
域１４上にゲート電極材料膜２１及びポリシリコン膜２３の積層膜からなるゲート電極５
２が形成される。その後、図示は省略してるが、各ゲート電極をマスクとして、通常の工
程により、ｎチャネル領域１３及びｐチャネル領域１４にイオン注入を行い、ソース・ド
レイン領域を形成した後、不純物活性化のための熱処理を行う。
【非特許文献１】Y.Nishida 他、Advanced Poly-Si NMIS and Poly-Si/TiN PMIS Hybrid-
gate High-k CMIS using PVD/CVD-Stacked TiN and Local Strain Technique 、2007年 S
ymposium on VLSI Technology Digest of Technical Papers、p.214-215
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、前述のハイブリッドメタルゲート電極の形成方法においては、フォトリ
ソグラフィ及びドライエッチングを用いてゲート電極材料膜をパターニングしてゲート電
極を形成する際に、ｐＭＩＳ構造とｎＭＯＳ構造との違いであるｐＭＩＳ構造用のメタル
材料を所定の領域以外ではエッチングによって完全に除去する必要があると共に、当該エ
ッチングを下地のゲート絶縁膜でストップさせる必要がある。この場合、ｐＭＩＳ構造と
ｎＭＯＳ構造との違いであるメタル材料をエッチングして完全に除去するために必要なオ
ーバーエッチングにより、膜厚が１～３ｎｍ程度の薄膜であるゲート絶縁膜の突き抜けが
発生し、下地の半導体基板（シリコン基板）がむき出しとなってシリコン基板が掘れ下が
り、それによってシリコン基板削れ（例えば図２４（ｂ）に示す基板削れ３１）が発生す



(10) JP 2009-135419 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

るという問題がある。特に、素子分離と活性領域との境界に段差が生じている場合には、
当該段差部においてメタル材料膜が厚くなり、このメタル材料膜を完全に除去するために
、ｎＭＯＳ側のゲート絶縁膜に対するオーバーエッチング量が大きくなる結果、ゲート絶
縁膜の突き抜け及びそれに伴う基板削れに起因する問題、例えばトランジスタ特性劣化や
パーティクル増加等がより顕在化する。図２５は、前述の従来のハイブリッドメタルゲー
ト電極構造を用いたＣＭＯＳＦＥＴの形成方法における図２３（ａ）に示す工程で、素子
分離１２と活性領域との境界に段差が生じ、当該段差部においてメタル材料膜であるゲー
ト電極材料膜２１が厚膜化（厚膜化した厚さを両矢印５０で示している）した様子を示し
ている。
【００１３】
　前記に鑑み、本願発明は、ハイブリッドメタルゲート電極においてゲート絶縁膜の突き
抜けが発生しない半導体装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記の目的を達成するために、本願第１発明に係る半導体装置は、半導体基板上に形成
されたｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジスタを有す
る半導体装置であって、前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電
界効果トランジスタのうちの一方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する
金属含有層と、前記金属含有層の上に形成された第１のシリコン含有層とを含み、前記ｎ
チャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタのうちの他
方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する第２のシリコン含有層と、前記
第２のシリコン含有層の上に形成された第３のシリコン含有層とを含み、前記第１のシリ
コン含有層と前記第３のシリコン含有層とは同一のシリコン含有材料膜から形成されてい
る。
【００１５】
　また、本願第１発明の半導体装置を製造するための本願第２発明に係る半導体装置の製
造方法は、第１のトランジスタ領域と第２のトランジスタ領域とを有する半導体基板上に
ゲート絶縁膜を形成する工程（ａ）と、前記ゲート絶縁膜の上に第１のシリコン含有材料
膜を形成する工程（ｂ）と、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第１の
シリコン含有材料膜を除去する工程（ｃ）と、前記工程（ｃ）の後に、前記第１のトラン
ジスタ領域上に位置する部分の前記ゲート絶縁膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域
上に位置する部分の前記第１のシリコン含有材料膜の上に金属含有材料膜を形成する工程
（ｄ）と、前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記金属含有材料膜を除去す
る工程（ｅ）と、前記工程（ｅ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分
の前記金属含有材料膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第
１のシリコン含有材料膜の上に第２のシリコン含有材料膜を形成する工程（ｆ）と、前記
第１のトランジスタ領域上において前記金属含有材料膜及び前記第２のシリコン含有材料
膜をパターニングすることによって第１のゲート電極を形成すると共に、前記第２のトラ
ンジスタ領域上において前記第１のシリコン含有材料膜及び前記第２のシリコン含有材料
膜をパターニングすることによって第２のゲート電極を形成する工程（ｇ）とを備えてい
る。
【００１６】
　また、前記の目的を達成するために、本願第３発明に係る半導体装置は、半導体基板上
に形成されたｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジスタ
を有する半導体装置であって、前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネ
ル型電界効果トランジスタのうちの一方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と
接する金属含有層と、前記金属含有層の上に形成された第１の導電性酸化物層と、前記第
１の導電性酸化物層の上に形成された第１のシリコン含有層とを含み、前記ｎチャネル型
電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタのうちの他方のトラン
ジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する第２のシリコン含有層と、前記第２のシリ
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コン含有層の上に形成された第２の導電性酸化物層と、前記第２の導電性酸化物層の上に
形成された第３のシリコン含有層とを含み、前記第１のシリコン含有層と前記第３のシリ
コン含有層とは同一のシリコン含有材料膜から形成されている。
【００１７】
　また、本願第３発明の半導体装置を製造するための本願第４発明に係る半導体装置の製
造方法は、第１のトランジスタ領域と第２のトランジスタ領域とを有する半導体基板上に
ゲート絶縁膜を形成する工程（ａ）と、前記ゲート絶縁膜の上に第１のシリコン含有材料
膜及び第１の導電性酸化物膜を順次形成する工程（ｂ）と、前記第１のトランジスタ領域
上に位置する部分の前記第１の導電性酸化物膜及び前記第１のシリコン含有材料膜を除去
する工程（ｃ）と、前記工程（ｃ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部
分の前記ゲート絶縁膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第
１の導電性酸化物膜の上に金属含有材料膜及び第２の導電性酸化物膜を順次形成する工程
（ｄ）と、前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第２の導電性酸化物膜及
び前記金属含有材料膜を除去する工程（ｅ）と、前記工程（ｅ）の後に、前記第１のトラ
ンジスタ領域上に位置する部分の前記第２の導電性酸化物膜の上、及び前記第２のトラン
ジスタ領域上に位置する部分の前記第１の導電性酸化物膜の上に第２のシリコン含有材料
膜を形成する工程（ｆ）と、前記第１のトランジスタ領域上において前記金属含有材料膜
、前記第２の導電性酸化物膜及び前記第２のシリコン含有材料膜をパターニングすること
によって第１のゲート電極を形成すると共に、前記第２のトランジスタ領域上において前
記第１のシリコン含有材料膜、前記第１の導電性酸化物膜及び前記第２のシリコン含有材
料膜をパターニングすることによって第２のゲート電極を形成する工程（ｇ）とを備えて
いる。
【００１８】
　本願第１～第４発明によると、ゲート絶縁膜と接する金属含有材料膜（金属含有層）が
ゲート電極の一部として形成されない第２のトランジスタ領域（他方のトランジスタ領域
）上には、金属含有材料膜のエッチング時にオーバーエッチング吸収層として機能する第
１のシリコン含有材料膜（第２のシリコン含有層）を予め形成している。このため、金属
含有材料膜のエッチング時にゲート絶縁膜に対するオーバーエッチング量が各トランジス
タ領域で実質的に同等となるように第１のシリコン含有材料膜の膜厚等を設定することに
より、各トランジスタ領域間でのゲート絶縁膜に対するオーバーエッチング量の不均一性
を低減できる。従って、ゲート絶縁膜の突き抜け及びそれに伴う基板削れ等を防止できる
ため、トランジスタ特性劣化やパーティクル増加等に起因する歩留まり低下の危険を回避
でき、それによって高性能な半導体装置を安価で提供することができる。
【００１９】
　また、本願第１～第４発明によると、ゲート電極加工時のエッチングにおけるオーバー
エッチング量が各トランジスタ領域において実質的に同等となるため、オーバーエッチン
グに伴うゲート寸法変化を各トランジスタ領域で揃えることができる。このため、各トラ
ンジスタ、具体的にはｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トラ
ンジスタのそれぞれにおけるゲート寸法のばらつきを低減することが可能となり、トラン
ジスタ特性がより安定した半導体装置を提供することができる。
【００２０】
　尚、本願第１発明の半導体装置において、前記第２のシリコン含有層及び第３のシリコ
ン含有層の全体がシリサイド層であってもよい。
【００２１】
　また、本願第２発明の半導体装置の製造方法において、前記工程（ｃ）は、前記第２の
トランジスタ領域上に位置する部分の前記第１のシリコン含有材料膜を覆うエッチングカ
バー膜を用いて、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記第１のシリコン含
有材料膜を除去する工程を含み、前記工程（ｆ）の前に、前記エッチングカバー膜を除去
する工程をさらに備えていてもよい。この場合、前記工程（ｅ）は、前記第１のトランジ
スタ領域上に位置する部分の前記金属含有材料膜を覆う他のエッチングカバー膜を用いて
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、前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記金属含有材料膜を除去する工程を
含み、前記工程（ｆ）の前に、前記他のエッチングカバー膜を除去する工程をさらに備え
ていてもよい。
【００２２】
　また、本願第３発明の半導体装置において、前記第１の導電性酸化物層及び前記第２の
導電性酸化物層は、Ｉｒ及びＲｕのうちの少なくとも１つを含む酸化物から構成されてい
てもよい。
【００２３】
　前記の目的を達成するために、本願第５発明に係る半導体装置は、半導体基板上に形成
されたｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジスタを有す
る半導体装置であって、前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電
界効果トランジスタのうちの一方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する
金属含有層と、前記金属含有層の上に形成された第１のシリコン含有層とを含み、前記ｎ
チャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタのうちの他
方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と接する第２のシリコン含有層と、前記
第２のシリコン含有層の上に形成された導電性酸化物層と、前記導電性酸化物層の上に形
成された他の金属含有層と、前記他の金属含有層の上に形成された第３のシリコン含有層
とを含み、前記金属含有層と前記他の金属含有層とは同一の金属含有膜から形成されてお
り、前記第１のシリコン含有層と前記第３のシリコン含有層とは同一のシリコン含有材料
膜から形成されている。
【００２４】
　また、本願第５発明の半導体装置を製造するための本願第６発明に係る半導体装置の製
造方法は、第１のトランジスタ領域と第２のトランジスタ領域とを有する半導体基板上に
ゲート絶縁膜を形成する工程（ａ）と、前記ゲート絶縁膜の上に第１のシリコン含有材料
膜及び導電性酸化物膜を順次形成する工程（ｂ）と、前記第１のトランジスタ領域上に位
置する部分の前記導電性酸化物膜及び前記第１のシリコン含有材料膜を除去する工程（ｃ
）と、前記工程（ｃ）の後に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記ゲー
ト絶縁膜の上、及び前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記導電性酸化物膜
の上に金属含有材料膜及び第２のシリコン含有材料膜を順次形成する工程（ｄ）と、前記
第１のトランジスタ領域上において前記第２のシリコン含有材料膜及び前記金属含有材料
膜をパターニングすることによって第１のゲート電極を形成すると共に、前記第２のトラ
ンジスタ領域上において前記第２のシリコン含有材料膜及び前記金属含有材料膜をゲート
電極形状にパターニングする工程（ｅ）と、前記工程（ｅ）の後に、前記第１のトランジ
スタ領域及び前記第２のトランジスタ領域を覆う絶縁膜を形成する工程（ｆ）と、前記第
１のトランジスタ領域をレジストによって保護しながら、前記第２のトランジスタ領域上
において前記絶縁膜及び前記導電性酸化物膜をエッチバックした後、前記レジストを除去
し、その後、前記第１のトランジスタ領域を前記絶縁膜によって保護しながら、前記第２
のトランジスタ領域上において前記第１のシリコン含有材料膜をゲート電極形状にパター
ニングすることによって第２のゲート電極を形成する工程（ｇ）と、前記工程（ｇ）の後
に、前記第１のトランジスタ領域上に残存する前記絶縁膜を除去する工程（ｈ）とを備え
ている。
【００２５】
　また、前記の目的を達成するために、本願第７発明に係る半導体装置は、半導体基板上
に形成されたｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジスタ
を有する半導体装置であって、前記ｎチャネル型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネ
ル型電界効果トランジスタのうちの一方のトランジスタのゲート電極は、ゲート絶縁膜と
接する金属含有層と、前記金属含有層の上に形成された導電性酸化物層と、前記導電性酸
化物層の上に形成されたシリコン含有層とを含み、前記ｎチャネル型電界効果トランジス
タ及び前記ｐチャネル型電界効果トランジスタのうちの他方のトランジスタのゲート電極
は、ゲート絶縁膜と接する他のシリコン含有層を含み、前記シリコン含有層と前記他のシ
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リコン含有層とは同一のシリコン含有材料膜から形成されている。
【００２６】
　また、本願第７発明の半導体装置を製造するための本願第８発明に係る半導体装置の製
造方法は、第１のトランジスタ領域と第２のトランジスタ領域とを有する半導体基板上に
ゲート絶縁膜を形成する工程（ａ）と、前記ゲート絶縁膜の上に金属含有材料膜及び導電
性酸化物膜を形成する工程（ｂ）と、前記第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前
記導電性酸化物膜及び前記金属含有材料膜を除去する工程（ｃ）と、前記工程（ｃ）の後
に、前記第１のトランジスタ領域上に位置する部分の前記導電性酸化物膜の上、及び前記
第２のトランジスタ領域上に位置する部分の前記ゲート絶縁膜の上にシリコン含有材料膜
を形成する工程（ｄ）と、前記第１のトランジスタ領域上において前記シリコン含有材料
膜をゲート電極形状にパターニングすると共に、前記第２のトランジスタ領域上において
前記シリコン含有材料膜をパターニングすることによって第２のゲート電極を形成する工
程（ｅ）と、前記工程（ｅ）の後に、前記第１のトランジスタ領域及び前記第２のトラン
ジスタ領域を覆う絶縁膜を形成する工程（ｆ）と、前記第２のトランジスタ領域をレジス
トによって保護しながら、前記第１のトランジスタ領域上において前記絶縁膜及び前記導
電性酸化物膜をエッチバックした後、前記レジストを除去し、その後、前記第２のトラン
ジスタ領域を前記絶縁膜によって保護しながら、前記第１のトランジスタ領域上において
前記金属含有材料膜をゲート電極形状にパターニングすることによって第１のゲート電極
を形成する工程（ｇ）と、前記工程（ｇ）の後に、前記第２のトランジスタ領域上に残存
する前記絶縁膜を除去する工程（ｈ）とを備えている。
【００２７】
　本願第５～第８発明によると、ゲート電極加工時のエッチングにおいてオーバーエッチ
ングの実施前に、オーバーエッチング量が大きくなるトランジスタ領域を覆うように、エ
ッチングストッパー膜として機能する絶縁膜を予め形成している。このため、ゲート絶縁
膜の突き抜け及びそれに伴う基板削れ等を防止できるため、トランジスタ特性劣化やパー
ティクル増加等に起因する歩留まり低下の危険を回避でき、それによって高性能な半導体
装置を安価で提供することができる。
【００２８】
　また、本願第５～第８発明によると、ゲート電極加工時のエッチングにおけるオーバー
エッチング量が各トランジスタ領域において過剰とならないため、オーバーエッチングに
伴うゲート寸法変化を各トランジスタ領域で揃えることができる。このため、各トランジ
スタ、具体的にはｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジ
スタのそれぞれにおけるゲート寸法のばらつきを低減することが可能となり、トランジス
タ特性がより安定した半導体装置を提供することができる。
【００２９】
　尚、本願第５発明の半導体装置において、前記金属含有層と前記第１のシリコン含有層
との積層構造の側面には第１のオフセットスペーサが形成されており、前記第２のシリコ
ン含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の側面には第２のオフセットスペーサが形成
されており、前記第１のオフセットスペーサは第１のオフセット膜及びその外側に形成さ
れた第２のオフセット膜の積層膜から構成されており、前記第２のオフセットスペーサは
前記第２のオフセット膜の単層膜から構成されていてもよい。この場合、前記第２のオフ
セットスペーサは、前記他の金属含有層と前記第３のシリコン含有層との積層構造の側面
においては前記第１のオフセット膜及び前記第２のオフセット膜の積層膜から構成されて
いてもよい。すなわち、前記第２のシリコン含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の
幅は、前記他の金属含有層と前記第３のシリコン含有層との積層構造の幅よりも大きく、
前記第２のシリコン含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の側面における前記第２の
オフセットスペーサの幅は、前記他の金属含有層と前記第３のシリコン含有層との積層構
造の側面における前記第２のオフセットスペーサの幅よりも小さくてもよい。
【００３０】
　また、本願第１、第３、第５発明の半導体装置において、前記第１のシリコン含有層及
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び前記第３のシリコン含有層のそれぞれの少なくとも上部は、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｔｉ、Ｗ及び
Ｐｔのうちの少なくとも１つを含むシリサイド層であってもよい。
【００３１】
　また、本願第１、第３、第５発明の半導体装置において、前記第２のシリコン含有層は
、ポリシリコン、アモルファスシリコン又はシリコンゲルマニウムに、Ｐ（燐）、Ａｓ（
砒素）、Ｂ（ホウ素）、Ｉｎ（インジウム）、Ｎ（窒素）、Ｃ（炭素）及びＦ（フッ素）
のうちから選ばれた少なくとも１つの不純物をドーピングした材料から構成されていても
よい。
【００３２】
　また、本願第６発明の半導体装置の製造方法において、前記工程（ｆ）は、前記第２の
トランジスタ領域上においてパターニングされた前記第２のシリコン含有材料膜及び前記
金属含有材料膜のそれぞれの側面を覆うように前記絶縁膜を形成する工程を含み、前記工
程（ｈ）は、前記半導体基板上の全面に他の絶縁膜を形成した後、当該他の絶縁膜及び前
記絶縁膜に対してエッチバックを行って、前記第１のゲート電極の側面に前記絶縁膜及び
前記他の絶縁膜の積層膜からなる第１のオフセットスペーサを形成すると共に、前記第２
のゲート電極のうちの前記第２のシリコン含有材料膜及び前記金属含有材料膜のそれぞれ
の側面を覆う前記絶縁膜と当該絶縁膜並びに前記第２のゲート電極のうちの前記導電性酸
化物膜及び前記第１のシリコン含有材料膜のそれぞれの側面を覆う前記他の絶縁膜とから
なる第２のオフセットスペーサを形成する形成する工程を含んでいてもよい。
【００３３】
　また、本願第７発明の半導体装置において、前記他のシリコン含有層の全体がシリサイ
ド層であってもよい。
【００３４】
　また、本願第７発明の半導体装置において、前記シリコン含有層及び前記他のシリコン
含有層のそれぞれの少なくとも上部は、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｔｉ、Ｗ及びＰｔのうちの少なくと
も１つを含むシリサイド層であってもよい。
【００３５】
　また、本願第７発明の半導体装置において、前記金属含有層と前記導電性酸化物層との
積層構造の側面には第１のオフセットスペーサが形成されており、前記他のシリコン含有
層の側面には第２のオフセットスペーサが形成されており、前記第２のオフセットスペー
サは第１のオフセット膜及びその外側に形成された第２のオフセット膜の積層膜から構成
されており、前記第１のオフセットスペーサは前記第２のオフセット膜の単層膜から構成
されていてもよい。この場合、前記第１のオフセットスペーサは、前記シリコン含有層の
側面においては前記第１のオフセット膜及び前記第２のオフセット膜の積層膜から構成さ
れていてもよい。すなわち、前記金属含有層と前記導電性酸化物層との積層構造の幅は、
前記シリコン含有層の幅よりも大きく、前記金属含有層と前記導電性酸化物層との積層構
造の側面における前記第１のオフセットスペーサの幅は、前記シリコン含有層の側面にお
ける前記第２のオフセットスペーサの幅よりも小さくてもよい。
【００３６】
　また、本願第５、第７発明の半導体装置において、第１及び第２のオフセットスペーサ
が形成されている場合、前記第１のオフセット膜及び前記第２のオフセット膜はそれぞれ
、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン炭化膜、シリコン酸化窒化膜又はシリコン
酸化炭化膜であってもよい。
【００３７】
　また、本願第５、第７発明の半導体装置において、前記導電性酸化物層は、Ｉｒ及びＲ
ｕのうちの少なくとも１つを含む酸化物から構成されていてもよい。
【００３８】
　また、本願第１、第３、第５、第７発明の半導体装置において、前記金属含有層は、Ｎ
ｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｃｕ、Ａｇ及びＡｕからなる金属群から選ばれた少
なくとも１つの金属よりなる金属膜、又は前記金属群から選ばれた少なくとも１つの金属
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の珪化物若しくは炭化物からなる膜であってもよい。
【００３９】
　また、本願第１、第３、第５、第７発明の半導体装置において、前記金属含有層は、Ｔ
ｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ及びＷからなる金属群から選ばれた少なく
とも１つの金属よりなる金属膜、又は前記金属群から選ばれた少なくとも１つの金属の窒
化物、珪化物若しくは炭化物からなる膜であってもよい。
【００４０】
　また、本願第１、第３、第５、第７発明の半導体装置において、前記ゲート絶縁膜は、
ＳｉＯ2 膜、ＨｆＯ2 膜、ＨｆＡｌx Ｏy 膜、ＨｆＳｉx Ｏy 膜若しくはこれらの膜に窒
素を添加した膜からなる絶縁膜群から選ばれた１つの絶縁膜からなる単層膜、又は前記絶
縁膜群から選ばれた少なくとも１つの絶縁膜を含む積層絶縁膜であってもよい。
【００４１】
　また、本願第８発明の半導体装置の製造方法において、前記工程（ｆ）は、前記第１の
トランジスタ領域上においてパターニングされた前記シリコン含有材料膜の側面を覆うよ
うに前記絶縁膜を形成する工程を含み、前記工程（ｈ）は、前記半導体基板上の全面に他
の絶縁膜を形成した後、当該他の絶縁膜及び前記絶縁膜に対してエッチバックを行って、
前記第１のゲート電極のうちの前記シリコン含有材料膜の側面を覆う前記絶縁膜と当該絶
縁膜並びに前記第１のゲート電極のうちの前記導電性酸化物膜及び前記金属含有材料膜の
それぞれの側面を覆う前記他の絶縁膜とからなる第１のオフセットスペーサを形成すると
共に、前記第２のゲート電極の側面に前記絶縁膜及び前記他の絶縁膜の積層膜からなる第
２のオフセットスペーサを形成する形成する工程を含んでいてもよい。
【００４２】
　また、本願第１、第３発明の半導体装置において、前記金属含有層の厚さ及び前記第２
のシリコン含有層の厚さは、前記金属含有層における金属Ｍ１と当該金属Ｍ１と同一又は
異なる元素Ｍ２との間の結合を切断するためのエネルギーである結合解離エネルギーＤ（
Ｍ１－Ｍ２）と、前記第２のシリコン含有層におけるシリコン結合を切断するためのエネ
ルギーである結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）とに基づいて決定されていてもよい。
この場合、前記結合解離エネルギーＤ（Ｍ１－Ｍ２）が前記結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ
－Ｓｉ）よりも大きい場合には、前記第２のシリコン含有層の厚さが前記金属含有層の厚
さよりも大きく設定されており、前記結合解離エネルギーＤ（Ｍ１－Ｍ２）が前記結合解
離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）よりも小さい場合には、前記第２のシリコン含有層の厚さ
が前記金属含有層の厚さよりも小さく設定されていてもよい。また、前記金属含有層はＴ
ｉ又はＴａからなり、前記第２のシリコン含有層はポリシリコンからなり、前記第２のシ
リコン含有層の厚さは前記金属含有層の厚さよりも小さく設定されていてもよい。また、
前記金属含有層はＴｉＮ、ＴｉＣ、ＴｉＯ、ＴａＮ、ＴａＣ又はＴａＯからなり、前記第
２のシリコン含有層はポリシリコンからなり、前記第２のシリコン含有層の厚さは前記金
属含有層の厚さよりも大きく設定されていてもよい。
【００４３】
　また、本願第２、第４発明の半導体装置の製造方法において、前記第１のシリコン含有
材料膜の厚さは、前記金属含有材料膜の厚さ、及び前記工程（ｇ）における前記第１のシ
リコン含有材料膜と前記金属含有材料膜とのエッチングレート比に応じて、前記第１のシ
リコン含有材料膜及び前記金属含有材料膜のそれぞれのエッチングが完了する時間が実質
的に同じになるように設定されていてもよい。この場合、前記第１のシリコン含有材料膜
の厚さは、
　ＴＩＭＥ１　＝　ＴＨ１／ＥＲ１　・・・　（式１）
　ＴＩＭＥ２　＝　ＴＨ２／ＥＲ２　・・・　（式２）
　ＴＩＭＥ２×１．２＞ＴＩＭＥ１＞ＴＩＭＥ２×０．８　・・・　（式３）
に従って設定されていてもよい（但し、ＴＩＭＥ１は前記第１のシリコン含有材料膜のエ
ッチングが完了するのに要する時間であり、ＴＩＭＥ２は前記金属含有材料膜のエッチン
グが完了するのに要する時間であり、ＴＨ１は前記第１のシリコン含有材料膜の厚さであ
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り、ＴＨ２は前記金属含有材料膜の厚さであり、ＥＲ１は前記工程（ｇ）における前記第
１のシリコン含有材料膜のエッチングレートであり、ＥＲ２は前記工程（ｇ）における前
記金属含有材料膜のエッチングレートである）。
【００４４】
　尚、本願第１～第８発明において、各トランジスタ領域毎にゲート絶縁膜を作り分けて
も良い。
【発明の効果】
【００４５】
　本願発明によると、ゲート絶縁膜の突き抜け及びそれに伴う基板削れ等を防止できるた
め、トランジスタ特性劣化やパーティクル増加等に起因する歩留まり低下の危険を回避で
き、それによって高性能な半導体装置を安価で提供することができる。
【００４６】
　また、本願発明によると、ゲート電極加工時のエッチングにおけるオーバーエッチング
量が各トランジスタ領域において実質的に同等となるため、オーバーエッチングに伴うゲ
ート寸法変化を各トランジスタ領域で揃えることができる。このため、各トランジスタ、
具体的にはｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジスタの
それぞれにおけるゲート寸法のばらつきを低減することが可能となり、トランジスタ特性
がより安定した半導体装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、図面を参
照しながら説明する。
【００４８】
　図１（ａ）～（ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）及び図３（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の
実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。尚、図１（ａ）～（
ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）及び図３（ａ）～（ｃ）において、ｎｐ境界を符号１１０の破
線で示している。
【００４９】
　まず、図１（ａ）に示すように、半導体基板１０１に例えばＳＴＩ（Shallow Trench I
solation）からなる素子分離１０２を形成し、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域
１０４を区画した後、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対し
てウェル形成用イオン注入を実施する。次に、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域
１０４のそれぞれに対して、トランジスタの閾値を調整するためのイオン注入を実施する
。次に、例えばロジックトランジスタ、ＳＲＡＭ（static random access memory ）トラ
ンジスタ、及び入出力Ｉ／Ｏトランジスタ等の各トランジスタの機能に応じた膜厚及び膜
質を持つゲート絶縁膜の作りこみを実施する。図１（ａ）は、ｎチャネル領域１０３及び
ｐチャネル領域１０４のそれぞれの上に、例えばロジックトランジスタ用のゲート絶縁膜
１０５を形成している場合を示している。具体的には、ゲート絶縁膜１０５は、半導体基
板１０１の表面に形成された、シリコン酸化膜と比較して比誘電率の十分に高い高誘電率
膜、例えばハフニウムシリコン酸化膜（ＨｆＳｉx Ｏy 膜）である。ここで、ＨｆＳｉx 

Ｏy 膜のＥＯＴ（シリコン酸化膜換算膜厚）は約２．０ｎｍである。尚、ゲート絶縁膜１
０５と半導体基板１０１との界面には、半導体基板１０１が酸化されてなる例えば厚さ１
ｎｍ程度の極薄シリコン酸化膜が界面層１０６として形成されている。
【００５０】
　次に、図１（ａ）に示すように、ゲート絶縁膜１０５の直上に、ｎチャネル領域１０３
のトランジスタの閾値制御を行うための第１ゲート電極材料膜１０７として、例えばＰ（
燐）をドーピングした厚さ５～２０ｎｍ程度のポリシリコン膜を堆積する。この第１ゲー
ト電極材料膜１０７はオーバーエッチング吸収層として機能するものであり、後の工程で
実施されるゲート電極加工時のドライエッチングにおいて、ゲート絶縁膜１０５へのオー
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バーエッチング量がｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４で実質的に同等とな
るように、膜厚等が設定されている。
【００５１】
　次に、図１（ｂ）に示すように、第１ゲート電極材料膜１０７の上に、ｐチャネル領域
１０４を開口したレジストパターン１０９を形成した後、レジストパターン１０９をマス
クとしてエッチングを行うことにより、ｐチャネル領域１０４上に位置する部分の第１ゲ
ート電極材料膜１０７を除去する。ここで、第１ゲート電極材料膜１０７であるポリシリ
コン膜のエッチングには、例えば６５℃に加熱した水酸化カリウム溶液（ＫＯＨ／Ｈ2 Ｏ
＝０．３ｇ／１５０ｃｃ）を用いる。これにより、ゲート絶縁膜１０５の膜減り等のダメ
ージを防止しながらエッチングを行うことができる。或いは、例えば８０℃に加熱した希
釈ＡＰＭ（ammonia-hydrogen peroxide mixture ）溶液（ＮＨ3 ：Ｈ2 Ｏ2 ：Ｈ2 Ｏ＝３
～１０：１：２００～１０００）又は低ダメージのリモートプラズマを用いたケミカルド
ライエッチングによって第１ゲート電極材料膜１０７を除去することも可能である。さら
には、例えばＲＩＥ（reative ion etching ）によるドライエッチングによって第１ゲー
ト電極材料膜１０７を途中まで除去した後に、前記の希釈ＡＰＭ溶液、水酸化カリウム溶
液又は低ダメージのリモートプラズマを用いたケミカルドライエッチングを追加的に実施
することによって第１ゲート電極材料膜１０７を除去することも可能である。この場合、
ｎｐ境界１１０におけるレジストパターン１０９の側面からｎチャネル領域１０３上の第
１ゲート電極材料膜１０７が後退する量を低減することができる。尚、第１ゲート電極材
料膜１０７のエッチングの実施後、例えばＳＰＭ（sulfuric acid-hydrogen peroxide mi
xture ）溶液又はシンナー溶液等を用いてレジストパターン１０９を除去する。
【００５２】
　次に、図１（ｃ）に示すように、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を行
うための第２ゲート電極材料膜１１１として、例えば厚さ５～２０ｎｍ程度のＴｉＮ膜を
ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上のそれぞれの全面に堆積する。
【００５３】
　このとき、前述のオーバーエッチング吸収層となる第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚
は、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を行うための第２ゲート電極材料１
１１の膜厚、及びゲート加工での各ゲート電極材料膜のエッチングレート比に応じて、第
１ゲート電極材料膜１０７及び第２ゲート電極材料膜１１１のそれぞれのエッチングが完
了する時間が実質的に同じになるように予め設定されている。
【００５４】
　具体的には、オーバーエッチング吸収層となる第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚の決
定は下記（式１）～（式３）に従って行われる。
【００５５】
　ＴＩＭＥ１　＝　ＴＨ１／ＥＲ１　・・・　（式１）
　ＴＩＭＥ２　＝　ＴＨ２／ＥＲ２　・・・　（式２）
　ＴＩＭＥ２×１．２＞ＴＩＭＥ１＞ＴＩＭＥ２×０．８　・・・　（式３）
　尚、ＴＩＭＥ１は第１ゲート電極材料膜１０７のエッチングが完了するのに要する時間
であり、ＴＩＭＥ２は第２ゲート電極材料膜１１１のエッチングが完了するのに要する時
間であり、ＴＨ１は第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚であり、ＴＨ２は第２ゲート電極
材料膜１１１の膜厚であり、ＥＲ１はゲート加工時の第１ゲート電極材料膜１０７のエッ
チングレートであり、ＥＲ２はゲート加工時の第２ゲート電極材料膜１１１のエッチング
レートである。
【００５６】
　上記（式１）～（式３）によれば、例えば第２ゲート電極材料膜１１１の膜厚つまりＴ
ｉＮ膜厚（ＴＨ２）が１０ｎｍであり、ＴｉＮのエッチングレート（ＥＲ２）が３０ｎｍ
／ｍｉｎであり、第１ゲート電極材料膜１０７のエッチングレートつまりポリシリコンの
エッチングレート（ＥＲ１）が３５ｎｍ／ｍｉｎであるとした場合、ＴＩＭＥ２は２０ｓ
ｅｃとなるから、ＴＩＭＥ１については１６～２４ｓｅｃに設定すればよい。従って、第
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１ゲート電極材料膜１０７の膜厚（ＴＨ１）は９．３～１４ｎｍに設定すればよいことに
なる。また、第１ゲート電極材料１０７の膜厚（ＴＨ１）を１１．７ｎｍとすれば、ＴＩ
ＭＥ１＝ＴＩＭＥ２となり、第１ゲート電極材料膜１０７及び第２ゲート電極材料膜１１
１のそれぞれのエッチングが同時に完了するため、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル
領域１０４のそれぞれにおけるゲート絶縁膜１０５に対するオーバーエッチング量を揃え
ることが可能となる。
【００５７】
　次に、図２（ａ）に示すように、ｎチャネル領域１０３の第１ゲート電極材料膜１０７
を覆うように堆積された第２ゲート電極膜１１１の上に、ｎチャネル領域１０３を開口し
たレジストパターン１１２を形成した後、レジストパターン１１２をマスクとして、第２
ゲート電極材料膜１１１つまりＴｉＮ膜に対してエッチングを行い、ｎチャネル領域１０
３上に位置する部分の第２ゲート電極材料膜１１１を除去する。第２ゲート電極材料膜１
１１であるＴｉＮ膜は、例えばＳＰＭ溶液、希釈塩酸若しくは過酸化水素水等の薬液、又
は低ダメージのリモートプラズマを用いたケミカルドライエッチングによって除去するこ
とが可能である。或いは、例えばＲＩＥによるドライエッチングを用いてｎチャネル領域
１０３の第２ゲート電極材料膜１１１を選択的に除去し、当該エッチングを第１ゲート電
極材料膜１０７の表面でストップさせてもよい。このＲＩＥによるドライエッチングを用
いた場合には、ｎｐ境界１１０におけるレジストパターン１１２の側面からｐチャネル領
域１０４上の第２ゲート電極材料膜１１１が後退する量を低減することができる。尚、第
２ゲート電極材料膜１１１のエッチングの実施後、例えばＳＰＭ溶液又はシンナー溶液等
を用いてレジストパターン１１２を除去する。
【００５８】
　次に、図２（ｂ）に示すように、半導体基板１０１上の全面に第３ゲート電極材料膜１
１３として、例えばＰ（燐）をドーピングした厚さ８０ｎｍ～１５０ｎｍ程度のポリシリ
コン膜を堆積した後、第３ゲート電極材料膜１１３の上に、ｎチャネル領域１０３及びｐ
チャネル領域１０４のそれぞれのゲート電極形成領域を覆うレジストパターン１１４をフ
ォトリソグラフィにより形成する。このとき、オーバーエッチング吸収層となる第１ゲー
ト電極材料膜１０７の存在により、ｎチャネル領域１０３におけるｎチャネルゲート電極
高さ１１５とｐチャネル領域１０４におけるｐチャネルゲート電極高さ１１６との差が小
さくなっているため、レジストパターン１１４を形成する際のフォーカスマージンが拡大
するので、レジストパターン１１４として、より微細なパターンを形成することが可能と
なる。
【００５９】
　次に、レジストパターン１１４をマスクとして、ｎチャネル領域１０３上における第３
ゲート電極材料膜１１３と第１ゲート電極材料膜１０７との積層膜、及びｐチャネル領域
１０４における第３ゲート電極材料膜１１３と第２ゲート電極材料膜１１１との積層膜に
対して同時に、例えばハロゲン系のエッチングガスを用いた異方性ドライエッチングを行
い、その後、レジストパターン１１４を除去する。これにより、図２（ｃ）に示すように
、ｎチャネル領域１０３上には、ゲート絶縁膜と接する第１ゲート電極材料膜（ポリシリ
コン膜）１０７と、その上に形成された第３ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３
とからなるゲート電極１５１が形成されると共に、ｐチャネル領域１０４上には、ゲート
絶縁膜と接する第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１と、その上に形成された第３ゲ
ート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３とからなるゲート電極１５２が形成される。こ
のとき、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４に共通に形成されている第３ゲ
ート電極材料膜１１３についてはｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれ
ぞれにおいて同時にエッチングが完了する。また、第３ゲート電極材料膜１１３のエッチ
ングに引き続き、ｎチャネル領域１０３の第１ゲート電極材料膜１０７とｐチャネル領域
１０４の第２ゲート電極材料膜１１１とに対して同時にエッチングが実施される。ここで
、前述したように、オーバーエッチング吸収層となる第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚
は、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を行うための第２ゲート電極材料１
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１１の膜厚、及びゲート加工での各ゲート電極材料膜のエッチングレート比に応じて、第
１ゲート電極材料膜１０７及び第２ゲート電極材料膜１１１のそれぞれのエッチングが完
了する時間が実質的に同じとなるように予め設定されている。従って、ｎチャネル領域１
０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれにおいて第１ゲート電極材料膜１０７のエッチ
ングと第２ゲート電極材料膜１１１のエッチングとは同時に完了する。これにより、ｎチ
ャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれにおいてゲート絶縁膜１０５に対
するオーバーエッチング量を揃えることが可能となるため、ゲート絶縁膜１０５に対する
過剰なオーバーエッチングは発生しない。従って、ゲート絶縁膜１０５の突き抜けやそれ
に伴う半導体基板１０１の削れ等の問題は発生しない。
【００６０】
　次に、図３（ａ）に示すように、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上
の全面に、例えばＬＰ－ＣＶＤ（low pressure-chemical vapor deposition）法によりＴ
ＥＯＳ（tetraethylorthosilicate ）膜又はＳｉＮ膜などの絶縁膜を厚さ５～２０ｎｍ程
度堆積した後、当該絶縁膜に対して異方性ドライエッチングによるエッチバックを行って
、ゲート電極１５１及び１５２のそれぞれの側面にオフセットスペーサ１１７を形成する
。次に、ゲート電極１５１及び１５２並びにオフセットスペーサ１１７をマスクとして、
ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対してイオン注入を行うこ
とにより、ｎチャネル領域１０３におけるゲート電極１５１の両側にエクステンション注
入層１１８Ａを形成すると共にｐチャネル領域１０４におけるゲート電極１５２の両側に
エクステンション注入層１１８Ｂを形成する。
【００６１】
　次に、図３（ｂ）に示すように、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上
の全面に、例えばＳＡ－ＣＶＤ（sub atmospheric-chemical vapor deposiition）法によ
りＮＳＧ（nondoped silicate glass ）膜を厚さ５～１０ｎｍ程度堆積した後、例えばＡ
ＬＤ（atomic layer deposition ）法によりＳｉＮ膜を厚さ２０～４０ｎｍ程度堆積する
。次に、ＮＳＧ膜とＳｉＮ膜との積層膜に対して異方性ドライエッチングによるエッチバ
ックを行って、ゲート電極１５１及び１５２のそれぞれの側面にオフセットスペーサ１１
７を介して、サイドウォール下層膜１１９及びサイドウォール上層膜１２０からなるサイ
ドウォールスペーサ１２１を形成する。尚、サイドウォール下層膜１１９として、ＮＳＧ
膜に代えて、例えばＬＰ－ＣＶＤ法によりＴＥＯＳ膜を形成してもよい。次に、ゲート電
極１５１、オフセットスペーサ１１７及びサイドウォールスペーサ１２１をマスクとして
、ｎチャネル領域１０３に対してＡｓ（砒素）及びＰ（燐）のイオン注入を行うことによ
り、ｎチャネル領域１０３におけるゲート電極１５１から見てエクステンション注入層１
１８Ａの外側にソース・ドレイン注入層１２２Ａを形成する。また、ゲート電極１５２、
オフセットスペーサ１１７及びサイドウォールスペーサ１２１をマスクとして、ｐチャネ
ル領域１０４に対してＢ（ホウ素）のイオン注入を行うことにより、ｐチャネル領域１０
４におけるゲート電極１５２から見てエクステンション注入層１１８Ｂの外側にソース・
ドレイン注入層１２２Ｂを形成する。その後、活性化熱処理を行い、イオン注入によって
半導体基板１０１中に導入した各不純物を活性化する。
【００６２】
　次に、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上の全面に、高融点金属膜と
して例えばＮｉ膜をスパッタ法などによって堆積した後、シリサイド化熱処理を実施し、
その後、シリサイド未反応領域のＮｉ膜を例えばウェットエッチングにより除去する。こ
れにより、図３（ｃ）に示すように、ソース・ドレイン注入層１２２Ａ及び１２２Ｂのそ
れぞれの表面並びにゲート電極１５１及び１５２のそれぞれの表面にＮｉシリサイド層１
２４が形成される。
【００６３】
　以上に説明した第１の実施形態によると、ゲート絶縁膜１０５と接する第２ゲート電極
材料膜（ＴｉＮ膜）１１１がゲート電極１５１の一部として形成されないｎチャネル領域
１０３上に、第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１のエッチング時にオーバーエッチ
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ング吸収層として機能する第１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１０７を予め形成し
ている。このため、第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１のエッチング時にゲート絶
縁膜１０５に対するオーバーエッチング量が各トランジスタ領域で実質的に同等となるよ
うに第１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１０７の膜厚等を設定することにより、各
トランジスタ領域間でのゲート絶縁膜１０５に対するオーバーエッチング量の不均一性を
低減できる。従って、ゲート絶縁膜１０５の突き抜け及びそれに伴う基板削れ等を防止で
きるため、トランジスタ特性劣化やパーティクル増加等に起因する歩留まり低下の危険を
回避でき、それによって高性能な半導体装置を安価で提供することができる。
【００６４】
　また、第１の実施形態によると、ゲート電極加工時のエッチングにおけるオーバーエッ
チング量が各トランジスタ領域において実質的に同等となるため、オーバーエッチングに
伴うゲート寸法変化を各トランジスタ領域で揃えることができる。このため、各トランジ
スタ、具体的にはｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジ
スタのそれぞれにおけるゲート寸法のばらつきを低減することが可能となり、トランジス
タ特性がより安定した半導体装置を提供することができる。
【００６５】
　（第１の実施形態の第１変形例）
　以下、本発明の第１の実施形態の第１変形例に係る半導体装置及びその製造方法につい
て、図面を参照しながら説明する。
【００６６】
　図４（ａ）～（ｃ）及び図５（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の実施形態の第１変形例
に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。尚、図４（ａ）～（ｃ）及び
図５（ａ）～（ｃ）において、図１（ａ）～（ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）及び図３（ａ）
～（ｃ）に示す第１の実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付すことにより、重複
する説明を省略する。
【００６７】
　まず、図４（ａ）に示すように、半導体基板１０１に例えばＳＴＩからなる素子分離１
０２を形成し、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４を区画した後、ｎチャネ
ル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対してウェル形成用イオン注入を実
施する。次に、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対して、ト
ランジスタの閾値を調整するためのイオン注入を実施する。次に、例えばロジックトラン
ジスタ、ＳＲＡＭトランジスタ、及び入出力Ｉ／Ｏトランジスタ等の各トランジスタの機
能に応じた膜厚及び膜質を持つゲート絶縁膜の作りこみを実施する。図４（ａ）は、ｎチ
ャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれの上に、例えばロジックトランジ
スタ用のゲート絶縁膜１０５を形成している場合を示している。具体的には、ゲート絶縁
膜１０５は、半導体基板１０１の表面に形成された、シリコン酸化膜と比較して比誘電率
の十分に高い高誘電率膜、例えばハフニウムシリコン酸化膜（ＨｆＳｉx Ｏy 膜）である
。ここで、ＨｆＳｉx Ｏy 膜のＥＯＴは約２．０ｎｍである。尚、ゲート絶縁膜１０５と
半導体基板１０１との界面には、半導体基板１０１が酸化されてなる例えば厚さ１ｎｍ程
度の極薄シリコン酸化膜が界面層１０６として形成されている。
【００６８】
　次に、図４（ａ）に示すように、ゲート絶縁膜１０５の直上に、ｎチャネル領域１０３
のトランジスタの閾値制御を行うための第１ゲート電極材料膜１０７として、例えばＰ（
燐）をドーピングした厚さ５～２０ｎｍ程度のポリシリコン膜を堆積する。この第１ゲー
ト電極材料膜１０７はオーバーエッチング吸収層として機能するものであり、後の工程で
実施されるゲート電極加工時のドライエッチングにおいて、ゲート絶縁膜１０５へのオー
バーエッチング量がｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４で実質的に同等とな
るように、膜厚等が設定されている。
【００６９】
　次に、図４（ａ）に示すように、第１ゲート電極材料膜１０７の上に、例えばＨＤＰ－
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ＮＳＧ（high density plasma-nondoped silicate glass ）からなる第１エッチングカバ
ー膜２０１を形成する。
【００７０】
　次に、図４（ｂ）に示すように、第１エッチングカバー膜２０１の上に、ｐチャネル領
域１０４を開口したレジストパターン１０９を形成した後、レジストパターン１０９をマ
スクとして異方性ドライエッチングを行うことにより、ｐチャネル領域１０４上に位置す
る部分の第１エッチングカバー膜２０１を除去すると共にｐチャネル領域１０４上に位置
する部分の第１ゲート電極材料膜１０７を途中まで除去する。その後、レジストパターン
１０９を除去する。
【００７１】
　次に、図４（ｃ）に示すように、ｎチャネル領域１０３を覆う第１エッチングカバー膜
２０１をマスクとして、ｐチャネル領域１０４上に残存する第１ゲート電極材料膜１０７
を除去する。ここで、第１ゲート電極材料膜１０７であるポリシリコン膜のエッチングに
は、例えば６５℃に加熱した水酸化カリウム溶液（ＫＯＨ／Ｈ2 Ｏ＝０．３ｇ／１５０ｃ
ｃ）を用いる。これにより、ゲート絶縁膜１０５の膜減り等のダメージを防止しながらエ
ッチングを行うことができる。或いは、例えば８０℃に加熱した希釈ＡＰＭ溶液（ＮＨ3 

：Ｈ2 Ｏ2 ：Ｈ2 Ｏ＝３～１０：１：２００～１０００）又は低ダメージのリモートプラ
ズマを用いたケミカルドライエッチングによって第１ゲート電極材料膜１０７を除去する
ことも可能である。
【００７２】
　本変形例においては、第１エッチングカバー膜２０１をマスクとして、第１ゲート電極
材料膜１０７のエッチングを行うため、エッチングを実施した後に基板表面がその他の薬
液などに曝されることがないので、ゲート絶縁膜１０５の表面にダメージ等が生じること
はない。
【００７３】
　次に、図５（ａ）に示すように、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を行
うための第２ゲート電極材料膜１１１として、例えば厚さ５～２０ｎｍ程度のＴｉＮ膜を
ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上のそれぞれの全面に堆積する。
【００７４】
　このとき、前述のオーバーエッチング吸収層となる第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚
は、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を行うための第２ゲート電極材料１
１１の膜厚、及びゲート加工での各ゲート電極材料膜のエッチングレート比に応じて、第
１ゲート電極材料膜１０７及び第２ゲート電極材料膜１１１のそれぞれのエッチングが完
了する時間が実質的に同じになるように予め設定されている。オーバーエッチング吸収層
となる第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚の具体的な決定は、第１の実施形態で説明した
（式１）～（式３）に従って行われる。
【００７５】
　次に、図５（ｂ）に示すように、第２ゲート電極膜１１１の上に、ｎチャネル領域１０
３を開口したレジストパターン１１２を形成した後、ｎチャネル領域１０３の第１エッチ
ングカバー膜２０１、及びレジストパターン１１２をマスクとして、第２ゲート電極材料
膜１１１つまりＴｉＮ膜に対してエッチングを行い、ｎチャネル領域１０３上に位置する
部分の第２ゲート電極材料膜１１１を除去する。このとき、第２ゲート電極材料膜１１１
であるＴｉＮ膜を、例えばＲＩＥによるドライエッチングを用いて除去することが可能で
ある。或いは、例えばＳＰＭ溶液、希釈塩酸若しくは過酸化水素水等の薬液、又は低ダメ
ージのリモートプラズマを用いたケミカルドライエッチングによって、第２ゲート電極材
料膜１１１であるＴｉＮ膜を除去することも可能である。第２ゲート電極材料膜１１１の
エッチングの実施後、例えばＳＰＭ溶液又はシンナー溶液等を用いてレジストパターン１
１２を除去する。続いて、第１エッチングカバー膜２０１であるＨＤＰ－ＮＳＧ膜を、例
えば異方性ドライエッチング、又はＨＦ薬液（フッ酸）等を用いたウェットエッチングに
より除去する。
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【００７６】
　本変形例においては、第２ゲート電極材料膜１１１をエッチングする際に、ｎチャネル
領域１０３上においては第１エッチングカバー膜２０１がストッパーとなるため、その下
側に存在する第１ゲート電極材料膜１０７の表面はエッチングされることがない。
【００７７】
　次に、図５（ｃ）に示すように、半導体基板１０１上の全面に第３ゲート電極材料膜１
１３として、例えばＰ（燐）をドーピングした厚さ８０ｎｍ～１５０ｎｍ程度のポリシリ
コン膜を堆積した後、第３ゲート電極材料膜１１３の上に、ｎチャネル領域１０３及びｐ
チャネル領域１０４のそれぞれのゲート電極形成領域を覆うレジストパターン１１４をフ
ォトリソグラフィにより形成する。このとき、オーバーエッチング吸収層となる第１ゲー
ト電極材料膜１０７の存在により、ｎチャネル領域１０３におけるｎチャネルゲート電極
高さ１１５とｐチャネル領域１０４におけるｐチャネルゲート電極高さ１１６との差が小
さくなっているため、レジストパターン１１４を形成する際のフォーカスマージンが拡大
するので、レジストパターン１１４として、より微細なパターンを形成することが可能と
なる。
【００７８】
　その後、第１の実施形態の図２（ｃ）及び図３（ａ）～（ｃ）に示す各工程と同様の工
程を実施することにより、第１の実施形態と同様の構造を持つ半導体装置を得ることがで
きる。
【００７９】
　以上に説明した第１の実施形態の第１変形例によると、第１の実施形態と同様に、ゲー
ト絶縁膜１０５と接する第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１がゲート電極１５１の
一部として形成されないｎチャネル領域１０３上に、第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）
１１１のエッチング時にオーバーエッチング吸収層として機能する第１ゲート電極材料膜
（ポリシリコン膜）１０７を予め形成している。このため、第２ゲート電極材料膜（Ｔｉ
Ｎ膜）１１１のエッチング時にゲート絶縁膜１０５に対するオーバーエッチング量が各ト
ランジスタ領域で実質的に同等となるように第１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１
０７の膜厚等を設定することにより、各トランジスタ領域間でのゲート絶縁膜１０５に対
するオーバーエッチング量の不均一性を低減できる。従って、ゲート絶縁膜１０５の突き
抜け及びそれに伴う基板削れ等を防止できるため、トランジスタ特性劣化やパーティクル
増加等に起因する歩留まり低下の危険を回避でき、それによって高性能な半導体装置を安
価で提供することができる。
【００８０】
　また、第１の実施形態の第１変形例によると、ゲート電極加工時のエッチングにおける
オーバーエッチング量が各トランジスタ領域において実質的に同等となるため、オーバー
エッチングに伴うゲート寸法変化を各トランジスタ領域で揃えることができる。このため
、各トランジスタ、具体的にはｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界
効果トランジスタのそれぞれにおけるゲート寸法のばらつきを低減することが可能となり
、トランジスタ特性がより安定した半導体装置を提供することができる。
【００８１】
　さらに、第１の実施形態の第１変形例によると、第１エッチングカバー膜２０１をハー
ドマスクとして第１ゲート電極材料１０７であるポリシリコン膜のエッチングを実施する
ため、エッチングを実施した後に基板表面がその他の薬液などに曝されることがないので
、ゲート絶縁膜１０５の表面にダメージ等が生じる危険を回避することができる。
【００８２】
　また、第１の実施形態の第１変形例によると、ｎチャネル領域１０３上に形成された第
２ゲート電極材料膜１１１であるＴｉＮ膜をエッチングにより除去する際に、第１エッチ
ングカバー膜２０１がエッチングストッパーとして機能するため、第１エッチングカバー
膜２０１の下側に存在する第１ゲート電極材料膜１０７の表面がエッチングされることが
ないので、ｎチャネル領域１０３上における膜減り等の発生を防止することができる。
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【００８３】
　（第１の実施形態の第２変形例）
　以下、本発明の第１の実施形態の第２変形例に係る半導体装置及びその製造方法につい
て、図面を参照しながら説明する。
【００８４】
　図６（ａ）、（ｂ）及び図７（ａ）、（ｂ）は、本発明の第１の実施形態の第２変形例
に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。尚、図６（ａ）、（ｂ）及び
図７（ａ）、（ｂ）において、図１（ａ）～（ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）及び図３（ａ）
～（ｃ）に示す第１の実施形態、又は図４（ａ）～（ｃ）及び図５（ａ）～（ｃ）に示す
第１の実施形態の第１変形例と同一の構成要素には同一の符号を付すことにより、重複す
る説明を省略する。
【００８５】
　まず、本変形例においては、図４（ａ）～（ｃ）に示す第１の実施形態の第１変形例の
各工程と同様の工程を順次実施する。
【００８６】
　次に、図６（ａ）に示すように、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を行
うための第２ゲート電極材料膜１１１として、例えば厚さ５～２０ｎｍ程度のＴｉＮ膜を
ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上のそれぞれの全面に堆積する。
【００８７】
　このとき、前述のオーバーエッチング吸収層となる第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚
は、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を行うための第２ゲート電極材料１
１１の膜厚、及びゲート加工での各ゲート電極材料膜のエッチングレート比に応じて、第
１ゲート電極材料膜１０７及び第２ゲート電極材料膜１１１のそれぞれのエッチングが完
了する時間が実質的に同じになるように予め設定されている。オーバーエッチング吸収層
となる第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚の具体的な決定は、第１の実施形態で説明した
（式１）～（式３）に従って行われる。
【００８８】
　次に、図６（ａ）に示すように、第２ゲート電極材料膜１１１の上に、例えばＨＤＰ－
ＮＳＧからなる第２エッチングカバー膜３０１を形成する。
【００８９】
　次に、図６（ｂ）に示すように、第２エッチングカバー膜３０１の上に、ｎチャネル領
域１０３を開口したレジストパターン１１２を形成した後、ｎチャネル領域１０３上に位
置する部分の第２エッチングカバー膜３０１及び第２ゲート電極材料膜１１１つまりＴｉ
Ｎ膜を順次エッチングにより除去する。このとき、第２エッチングカバー膜３０１である
ＨＤＰ－ＮＳＧ膜及び第２ゲート電極材料膜１１１であるＴｉＮ膜を、例えばＲＩＥによ
るドライエッチングを用いて除去することが可能である。或いは、例えばＨＦ薬液（フッ
酸）を用いて第２エッチングカバー膜３０１であるＨＤＰ－ＮＳＧ膜をエッチング除去し
た後に、例えばＳＰＭ溶液、希釈塩酸若しくは過酸化水素水等の薬液、又は低ダメージの
リモートプラズマを用いたケミカルドライエッチングによって、第２ゲート電極材料膜１
１１であるＴｉＮ膜を除去することも可能である。第２エッチングカバー膜３０１及び第
２ゲート電極材料膜１１１のエッチングの実施後、例えばＳＰＭ溶液又はシンナー溶液等
を用いてレジストパターン１１２を除去する。
【００９０】
　本変形例においては、第２エッチングカバー膜３０１及び第２ゲート電極材料膜１１１
をエッチングする際に、ｎチャネル領域１０３上においては第１エッチングカバー膜２０
１がストッパーとなるため、その下側に存在する第１ゲート電極材料膜１０７の表面はエ
ッチングされることがない。
【００９１】
　続いて、図７（ａ）に示すように、ｎチャネル領域１０３上に残存する第１エッチング
カバー膜２０１であるＨＤＰ－ＮＳＧ膜、及びｐチャネル領域１０４上に残存する第２エ
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ッチングカバー膜３０１であるＨＤＰ－ＮＳＧ膜を、例えば異方性ドライエッチング、又
はＨＦ薬液（フッ酸）等を用いたウェットエッチングにより除去する。
【００９２】
　次に、図７（ｂ）に示すように、半導体基板１０１上の全面に第３ゲート電極材料膜１
１３として、例えばＰ（燐）をドーピングした厚さ８０ｎｍ～１５０ｎｍ程度のポリシリ
コン膜を堆積した後、第３ゲート電極材料膜１１３の上に、ｎチャネル領域１０３及びｐ
チャネル領域１０４のそれぞれのゲート電極形成領域を覆うレジストパターン１１４をフ
ォトリソグラフィにより形成する。このとき、オーバーエッチング吸収層となる第１ゲー
ト電極材料膜１０７の存在により、ｎチャネル領域１０３におけるｎチャネルゲート電極
高さ１１５とｐチャネル領域１０４におけるｐチャネルゲート電極高さ１１６との差が小
さくなっているため、レジストパターン１１４を形成する際のフォーカスマージンが拡大
するので、レジストパターン１１４として、より微細なパターンを形成することが可能と
なる。
【００９３】
　その後、第１の実施形態の図２（ｃ）及び図３（ａ）～（ｃ）に示す各工程と同様の工
程を実施することにより、第１の実施形態と同様の構造を持つ半導体装置を得ることがで
きる。
【００９４】
　以上に説明した第１の実施形態の第２変形例によると、第１の実施形態と同様に、ゲー
ト絶縁膜１０５と接する第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１がゲート電極１５１の
一部として形成されないｎチャネル領域１０３上に、第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）
１１１のエッチング時にオーバーエッチング吸収層として機能する第１ゲート電極材料膜
（ポリシリコン膜）１０７を予め形成している。このため、第２ゲート電極材料膜（Ｔｉ
Ｎ膜）１１１のエッチング時にゲート絶縁膜１０５に対するオーバーエッチング量が各ト
ランジスタ領域で実質的に同等となるように第１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１
０７の膜厚等を設定することにより、各トランジスタ領域間でのゲート絶縁膜１０５に対
するオーバーエッチング量の不均一性を低減できる。従って、ゲート絶縁膜１０５の突き
抜け及びそれに伴う基板削れ等を防止できるため、トランジスタ特性劣化やパーティクル
増加等に起因する歩留まり低下の危険を回避でき、それによって高性能な半導体装置を安
価で提供することができる。
【００９５】
　また、第１の実施形態の第２変形例によると、ゲート電極加工時のエッチングにおける
オーバーエッチング量が各トランジスタ領域において実質的に同等となるため、オーバー
エッチングに伴うゲート寸法変化を各トランジスタ領域で揃えることができる。このため
、各トランジスタ、具体的にはｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界
効果トランジスタのそれぞれにおけるゲート寸法のばらつきを低減することが可能となり
、トランジスタ特性がより安定した半導体装置を提供することができる。
【００９６】
　さらに、第１の実施形態の第２変形例によると、第１エッチングカバー膜２０１をハー
ドマスクとして第１ゲート電極材料１０７であるポリシリコン膜のエッチングを実施する
ため、エッチングを実施した後に基板表面がその他の薬液などに曝されることがないので
、ゲート絶縁膜１０５の表面にダメージ等が生じる危険を回避することができる。
【００９７】
　また、第１の実施形態の第２変形例によると、ｎチャネル領域１０３上に形成された第
２ゲート電極材料膜１１１であるＴｉＮ膜をエッチングにより除去する際に、第１エッチ
ングカバー膜２０１がエッチングストッパーとして機能するため、第１エッチングカバー
膜２０１の下側に存在する第１ゲート電極材料膜１０７の表面がエッチングされることが
ないので、ｎチャネル領域１０３上における膜減り等の発生を防止することができる。
【００９８】
　また、第１の実施形態の第２変形例によると、第２ゲート電極材料膜１１１上にレジス
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トパターン１１２をパターニング形成する際に、第２エッチングカバー膜３０１が第２ゲ
ート電極材料膜１１１とレジストパターン１１２との間に存在している。このため、第２
ゲート電極材料膜１１１の直上にレジストパターン１１２をパターニング形成する場合の
ように、第２ゲート電極材料膜１１１が金属含有材料からなることに起因してレジスト失
活等が起こり、その影響を受けてレジスト裾引きが発生する等の危険を回避することがで
きる。
【００９９】
　（第１の実施形態の第３変形例）
　以下、本発明の第１の実施形態の第３変形例に係る半導体装置及びその製造方法につい
て、図面を参照しながら説明する。
【０１００】
　図２６（ａ）～（ｃ）、図２７（ａ）～（ｃ）及び図２８（ａ）～（ｃ）は、本発明の
第１の実施形態の第３変形例に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。
尚、図２６（ａ）～（ｃ）、図２７（ａ）～（ｃ）及び図２８（ａ）～（ｃ）において、
図１（ａ）～（ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）及び図３（ａ）～（ｃ）に示す第１の実施形態
と同一の構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する。
【０１０１】
　まず、第１の実施形態の図１（ａ）に示す工程と同様に、図２６（ａ）に示す工程を実
施する。ここで、本変形例が第１の実施形態と異なっている点は、第１ゲート電極材料膜
１０７として堆積するポリシリコン膜の厚さが１０～４０ｎｍ程度であり、後述する図２
６（ｃ）に示す工程（第１の実施形態の図１（ｃ）に示す工程に相当）で第２ゲート電極
材料膜１１１として堆積される金属膜の厚さ（５～２０ｎｍ程度）よりも２倍程度大きい
ことである。尚、本変形例では、この金属膜として、例えば、Ｔａ系金属膜であるＴａＮ
膜若しくはＴａＣＮ膜、又は酸素含有金属膜であるＴｉＯＮ膜、ＴｉＣＮＯ膜、ＴａＣＯ
膜若しくはＴａＣＮＯ膜等を用いる。
【０１０２】
　続いて、第１の実施形態の図１（ｂ）、（ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）及び図３（ａ）～
（ｃ）に示す工程と同様に、図２６（ｂ）、（ｃ）、図２７（ａ）～（ｃ）及び図２８（
ａ）～（ｃ）に示す工程を順次実施する。ここで、前述のように、第１の実施形態と比べ
て第１ゲート電極材料膜１０７の厚さが大きい点を除いて、各工程の内容は第１の実施形
態の対応する工程と同じである。
【０１０３】
　以上に説明した第１の実施形態の第３変形例においても、第１の実施形態と同様の効果
を得ることができる。
【０１０４】
　また、本変形例のように、第２ゲート電極材料膜１１１として、前述のようなＴａ系金
属膜や酸素含有金属膜を用いた場合、これらの金属膜の構成元素間の結合解離エネルギー
が、シリコン結合を切断するための結合解離エネルギーよりも大きいため、これらの金属
膜のエッチングレートはポリシリコン膜のエッチングレートよりも小さくなる。従って、
本変形例のように、第１ゲート電極材料膜１０７として堆積するポリシリコン膜の厚さを
、第２ゲート電極材料膜１１１として堆積する金属膜の厚さよりも大きくすることが、本
発明の効果を得る上で特に有効である。
【０１０５】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、図面を参
照しながら説明する。
【０１０６】
　図８（ａ）～（ｃ）、図９（ａ）～（ｃ）、図１０（ａ）～（ｃ）及び図１１（ａ）～
（ｃ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図で
ある。尚、図８（ａ）～（ｃ）、図９（ａ）～（ｃ）、図１０（ａ）～（ｃ）及び図１１
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（ａ）～（ｃ）において、図１（ａ）～（ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）及び図３（ａ）～（
ｃ）に示す第１の実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する
説明を省略する。
【０１０７】
　まず、図８（ａ）に示すように、半導体基板１０１に例えばＳＴＩからなる素子分離１
０２を形成し、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４を区画した後、ｎチャネ
ル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対してウェル形成用イオン注入を実
施する。次に、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対して、ト
ランジスタの閾値を調整するためのイオン注入を実施する。次に、例えばロジックトラン
ジスタ、ＳＲＡＭトランジスタ、及び入出力Ｉ／Ｏトランジスタ等の各トランジスタの機
能に応じた膜厚及び膜質を持つゲート絶縁膜の作りこみを実施する。図８（ａ）は、ｎチ
ャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれの上に、例えばロジックトランジ
スタ用のゲート絶縁膜１０５を形成している場合を示している。具体的には、ゲート絶縁
膜１０５は、半導体基板１０１の表面に形成された、シリコン酸化膜と比較して比誘電率
の十分に高い高誘電率膜、例えばハフニウムシリコン酸化膜（ＨｆＳｉx Ｏy 膜）である
。ここで、ＨｆＳｉx Ｏy 膜のＥＯＴは約２．０ｎｍである。尚、ゲート絶縁膜１０５と
半導体基板１０１との界面には、半導体基板１０１が酸化されてなる例えば厚さ１ｎｍ程
度の極薄シリコン酸化膜が界面層１０６として形成されている。
【０１０８】
　次に、図８（ａ）に示すように、ゲート絶縁膜１０５の直上に、ｎチャネル領域１０３
のトランジスタの閾値制御を行うための第１ゲート電極材料膜１０７として、例えばＰ（
燐）をドーピングした厚さ５～２０ｎｍ程度のポリシリコン膜を堆積する。この第１ゲー
ト電極材料膜１０７はオーバーエッチング吸収層として機能するものであり、後の工程で
実施されるゲート電極加工時のドライエッチングにおいて、ゲート絶縁膜１０５へのオー
バーエッチング量がｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４で実質的に同等とな
るように、膜厚等が設定されている。
【０１０９】
　次に、図８（ａ）に示すように、第１ゲート電極材料膜１０７の上に、例えば、導電性
酸化物であるＲｕ（ルテニウム）酸化物又はＩｒ（イリジウム）酸化物などからなる第１
エッチングストッパー膜４０１を形成する。
【０１１０】
　次に、図８（ｂ）に示すように、第１エッチングストッパー膜４０１の上に、ｐチャネ
ル領域１０４を開口したレジストパターン１０９を形成した後、レジストパターン１０９
をマスクとして異方性ドライエッチングを行うことにより、ｐチャネル領域１０４上に位
置する部分の第１エッチングストッパー膜４０１を除去すると共にｐチャネル領域１０４
上に位置する部分の第１ゲート電極材料膜１０７を途中まで除去する。その後、レジスト
パターン１０９を除去する。
【０１１１】
　次に、図８（ｃ）に示すように、ｎチャネル領域１０３を覆う第１エッチングストッパ
ー膜４０１をマスクとして、ｐチャネル領域１０４上に残存する第１ゲート電極材料膜１
０７を除去する。ここで、第１ゲート電極材料膜１０７であるポリシリコン膜のエッチン
グには、例えば６５℃に加熱した水酸化カリウム溶液（ＫＯＨ／Ｈ2 Ｏ＝０．３ｇ／１５
０ｃｃ）を用いる。これにより、ゲート絶縁膜１０５の膜減り等のダメージを防止しなが
らエッチングを行うことができる。或いは、例えば８０℃に加熱した希釈ＡＰＭ溶液（Ｎ
Ｈ3 ：Ｈ2 Ｏ2 ：Ｈ2 Ｏ＝３～１０：１：２００～１０００）又は低ダメージのリモート
プラズマを用いたケミカルドライエッチングによって第１ゲート電極材料膜１０７を除去
することも可能である。
【０１１２】
　本実施形態においては、第１エッチングストッパー膜４０１をマスクとして、第１ゲー
ト電極材料膜１０７のエッチングを行うため、エッチングを実施した後に基板表面がその
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他の薬液などに曝されることがないので、ゲート絶縁膜１０５の表面にダメージ等が生じ
ることはない。
【０１１３】
　次に、図９（ａ）に示すように、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を行
うための第２ゲート電極材料膜１１１として、例えば厚さ５～２０ｎｍ程度のＴｉＮ膜を
ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上のそれぞれの全面に堆積する。
【０１１４】
　このとき、前述のオーバーエッチング吸収層となる第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚
は、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を行うための第２ゲート電極材料１
１１の膜厚、及びゲート加工での各ゲート電極材料膜のエッチングレート比に応じて、第
１ゲート電極材料膜１０７及び第２ゲート電極材料膜１１１のそれぞれのエッチングが完
了する時間が実質的に同じになるように予め設定されている。オーバーエッチング吸収層
となる第１ゲート電極材料膜１０７の膜厚の具体的な決定は、第１の実施形態で説明した
（式１）～（式３）に従って行われる。
【０１１５】
　次に、図９（ａ）に示すように、第２ゲート電極材料１１１の上に、例えば導電性酸化
物であるＲｕ（ルテニウム）酸化物又はＩｒ（イリジウム）酸化物などからなる第２エッ
チストッパー膜４０２を形成する。
【０１１６】
　次に、図９（ｂ）に示すように、第２エッチストッパー膜４０２の上に、ｎチャネル領
域１０３を開口したレジストパターン１１２を形成した後、ｎチャネル領域１０３上に位
置する部分の第２エッチストッパー膜４０２及び第２ゲート電極材料膜１１１つまりＴｉ
Ｎ膜を順次エッチングにより除去する。このとき、第２エッチストッパー膜４０２である
導電性酸化物膜及び第２ゲート電極材料膜１１１であるＴｉＮ膜を、例えばＲＩＥによる
ドライエッチングを用いて除去することが可能である。或いは、例えばＨＦ薬液（フッ酸
）を用いて第２エッチストッパー膜４０２である導電性酸化物膜をエッチング除去した後
に、例えばＳＰＭ溶液、希釈塩酸若しくは過酸化水素水等の薬液、又は低ダメージのリモ
ートプラズマを用いたケミカルドライエッチングによって、第２ゲート電極材料膜１１１
であるＴｉＮ膜を除去することも可能である。第２エッチストッパー膜４０２及び第２ゲ
ート電極材料膜１１１のエッチングの実施後、例えばＳＰＭ溶液又はシンナー溶液等を用
いてレジストパターン１１２を除去する。
【０１１７】
　本実施形態においては、第２エッチストッパー膜４０２及び第２ゲート電極材料膜１１
１をエッチングする際に、ｎチャネル領域１０３上においては第１エッチストッパー膜４
０１がストッパーとなるため、その下側に存在する第１ゲート電極材料膜１０７の表面は
エッチングされることがない。
【０１１８】
　次に、図９（ｃ）に示すように、半導体基板１０１上の全面に、具体的には、ｎチャネ
ル領域１０３の第１エッチストッパー膜４０１上及びｐチャネル領域１０４の第２エッチ
ストッパー膜４０２上に、第３ゲート電極材料膜１１３として、例えばＰ（燐）をドーピ
ングした厚さ８０ｎｍ～１５０ｎｍ程度のポリシリコン膜を堆積した後、第３ゲート電極
材料膜１１３の上に、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれのゲー
ト電極形成領域を覆うレジストパターン１１４をフォトリソグラフィにより形成する。こ
のとき、オーバーエッチング吸収層となる第１ゲート電極材料膜１０７の存在により、ｎ
チャネル領域１０３におけるｎチャネルゲート電極高さ１１５とｐチャネル領域１０４に
おけるｐチャネルゲート電極高さ１１６との差が小さくなっているため、レジストパター
ン１１４を形成する際のフォーカスマージンが拡大するので、レジストパターン１１４と
して、より微細なパターンを形成することが可能となる。
【０１１９】
　次に、図１０（ａ）に示すように、レジストパターン１１４をマスクとして、第３ゲー
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ト電極材料膜１１３に対して、例えばハロゲン系のエッチングガスを用いた異方性ドライ
エッチングを行う。このとき、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４に共通に
形成されている第３ゲート電極材料１１３のエッチングはｎチャネル領域１０３及びｐチ
ャネル領域１０４のそれぞれにおいて同時に完了する。また、第１エッチングストッパー
膜４０１及び第２エッチングストッパー膜４０２により、第３ゲート電極材料膜１１３の
膜厚ばらつき（素子分離１０２とそれに隣接する活性領域との間の段差に起因する膜厚ば
らつきを含む）の影響は吸収され、第３ゲート電極材料膜１１３のエッチングが完了した
時点で第１エッチングストッパー膜４０１及び第２エッチングストッパー膜４０２のそれ
ぞれの表面が露出する。
【０１２０】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、レジストパターン１１４をマスクとして、第１エッ
チングストッパー膜４０１及び第２エッチングストッパー膜４０２に対して、例えばフル
オロカーボンガスに代表されるフッ素系のエッチングガスを用いた異方性ドライエッチン
グを行う。第１エッチングストッパー膜４０１及び第２エッチングストッパー膜４０２に
対するエッチングは、レジストパターン１１４の外側の第１ゲート電極材料膜１０７及び
第２ゲート電極材料膜１１１のそれぞれの表面が露出するまで行う。ここで、導電性酸化
物である第１エッチングストッパー膜４０１とポリシリコンである第１ゲート電極材料膜
１０７との間、及び導電性酸化物である第２エッチングストッパー膜４０２とＴｉＮであ
る第２ゲート電極材料膜１１１との間では高いエッチング選択比が得られるので、下地で
ある第１ゲート電極材料膜１０７及び第２ゲート電極材料膜１１１をほとんど削ることな
く、第１エッチングストッパー膜４０１及び第２エッチングストッパー膜４０２のエッチ
ングを行うことができる。
【０１２１】
　次に、レジストパターン１１４をマスクとして、ｎチャネル領域１０３上の第１ゲート
電極材料膜１０７、及びｐチャネル領域１０４上の第２ゲート電極材料膜１１１に対して
同時に、例えばハロゲン系のエッチングガスを用いた異方性ドライエッチングを行い、そ
の後、レジストパターン１１４を除去する。これにより、図１０（ｃ）に示すように、ｎ
チャネル領域１０３上には、ゲート絶縁膜と接する第１ゲート電極材料膜（ポリシリコン
膜）１０７と、その上に形成された第１エッチングストッパー膜（導電性酸化物膜）４０
１と、その上に形成された第３ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３とからなるゲ
ート電極１６１が形成されると共に、ｐチャネル領域１０４上には、ゲート絶縁膜と接す
る第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１と、その上に形成された第２エッチングスト
ッパー膜（導電性酸化物膜）４０２と、その上に形成された第３ゲート電極材料膜（ポリ
シリコン膜）１１３とからなるゲート電極１６２が形成される。ここで、前述したように
、オーバーエッチング吸収層となる第１ゲート電極材料１０７の膜厚は、ｐチャネル領域
１０４のトランジスタの閾値制御を行うための第２ゲート電極材料１１１の膜厚、及びゲ
ート加工での各ゲート電極材料膜のエッチングレート比に応じて、第１ゲート電極材料膜
１０７及び第２ゲート電極材料膜１１１のそれぞれのエッチングが完了する時間が実質的
に同じとなるように予め設定されている。従って、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル
領域１０４のそれぞれにおいて第１ゲート電極材料膜１０７のエッチングと第２ゲート電
極材料膜１１１のエッチングとは同時に完了する。これにより、ｎチャネル領域１０３及
びｐチャネル領域１０４のそれぞれにおいてゲート絶縁膜１０５に対するオーバーエッチ
ング量を揃えることが可能となるため、ゲート絶縁膜１０５に対する過剰なオーバーエッ
チングは発生しない。従って、ゲート絶縁膜１０５の突き抜けやそれに伴う半導体基板１
０１の削れ等の問題は発生しない。
【０１２２】
　尚、本実施形態において、ゲート電極１６１及び１６２の形成後にレジストパターン１
１４を除去したが、これに代えて、図１０（ａ）に示す第３ゲート電極材料膜１１３のエ
ッチングが完了した後に、レジストパターン１１４を除去しても良い。すなわち、図１０
（ｂ）に示す第１エッチングストッパー膜４０１及び第２エッチングストッパー膜４０２
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のエッチング、並びに図１０（ｃ）に示す第１ゲート電極材料膜１０７及び第２ゲート電
極材料膜１１１のエッチングにおいては、パターニングされた第３ゲート電極材料膜１１
３をマスクとして用いてもよい。
【０１２３】
　次に、図１１（ａ）に示すように、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４
上の全面に、例えばＬＰ－ＣＶＤ法によりＴＥＯＳ膜又はＳｉＮ膜などの絶縁膜を厚さ５
～２０ｎｍ程度堆積した後、当該絶縁膜に対して異方性ドライエッチングによるエッチバ
ックを行って、ゲート電極１６１及び１６２のそれぞれの側面にオフセットスペーサ１１
７を形成する。次に、ゲート電極１６１及び１６２並びにオフセットスペーサ１１７をマ
スクとして、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対してイオン
注入を行うことにより、ｎチャネル領域１０３におけるゲート電極１６１の両側にエクス
テンション注入層１１８Ａを形成すると共にｐチャネル領域１０４におけるゲート電極１
６２の両側にエクステンション注入層１１８Ｂを形成する。
【０１２４】
　次に、図１１（ｂ）に示すように、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４
上の全面に、例えばＳＡ－ＣＶＤ法によりＮＳＧ膜を厚さ５～１０ｎｍ程度堆積した後、
例えばＡＬＤ法によりＳｉＮ膜を厚さ２０～４０ｎｍ程度堆積する。次に、ＮＳＧ膜とＳ
ｉＮ膜との積層膜に対して異方性ドライエッチングによるエッチバックを行って、ゲート
電極１６１及び１６２のそれぞれの側面にオフセットスペーサ１１７を介して、サイドウ
ォール下層膜１１９及びサイドウォール上層膜１２０からなるサイドウォールスペーサ１
２１を形成する。尚、サイドウォール下層膜１１９として、ＮＳＧ膜に代えて、例えばＬ
Ｐ－ＣＶＤ法によりＴＥＯＳ膜を形成してもよい。次に、ゲート電極１６１、オフセット
スペーサ１１７及びサイドウォールスペーサ１２１をマスクとして、ｎチャネル領域１０
３に対してＡｓ（砒素）及びＰ（燐）のイオン注入を行うことにより、ｎチャネル領域１
０３におけるゲート電極１６１から見てエクステンション注入層１１８Ａの外側にソース
・ドレイン注入層１２２Ａを形成する。また、ゲート電極１６２、オフセットスペーサ１
１７及びサイドウォールスペーサ１２１をマスクとして、ｐチャネル領域１０４に対して
Ｂ（ホウ素）のイオン注入を行うことにより、ｐチャネル領域１０４におけるゲート電極
１６２から見てエクステンション注入層１１８Ｂの外側にソース・ドレイン注入層１２２
Ｂを形成する。その後、活性化熱処理を行い、イオン注入によって半導体基板１０１中に
導入した各不純物を活性化する。
【０１２５】
　次に、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上の全面に、高融点金属膜と
して例えばＮｉ膜をスパッタ法などによって堆積した後、シリサイド化熱処理を実施し、
その後、シリサイド未反応領域のＮｉ膜を例えばウェットエッチングにより除去する。こ
れにより、図１１（ｃ）に示すように、ソース・ドレイン注入層１２２Ａ及び１２２Ｂの
それぞれの表面並びにゲート電極１６１及び１６２のそれぞれの表面にＮｉシリサイド層
１２４が形成される。
【０１２６】
　以上に説明した第２の実施形態によると、ゲート絶縁膜１０５と接する第２ゲート電極
材料膜（ＴｉＮ膜）１１１がゲート電極１６１の一部として形成されないｎチャネル領域
１０３上に、第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１のエッチング時にオーバーエッチ
ング吸収層として機能する第１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１０７を予め形成し
ている。このため、第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１のエッチング時にゲート絶
縁膜１０５に対するオーバーエッチング量が各トランジスタ領域で実質的に同等となるよ
うに第１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１０７の膜厚等を設定することにより、各
トランジスタ領域間でのゲート絶縁膜１０５に対するオーバーエッチング量の不均一性を
低減できる。また、第１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１０７上の第３ゲート電極
材料膜（ポリシリコン膜）１１３のエッチング時にエッチングストッパーとして機能する
第１エッチングストッパー膜４０１を形成しているので、膜厚等が所定値に設定された第
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１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１０７に膜減り等が生じることもない。従って、
ゲート絶縁膜１０５の突き抜け及びそれに伴う基板削れ等を防止できるため、トランジス
タ特性劣化やパーティクル増加等に起因する歩留まり低下の危険を回避でき、それによっ
て高性能な半導体装置を安価で提供することができる。
【０１２７】
　また、第２の実施形態によると、ゲート電極加工時のエッチングにおけるオーバーエッ
チング量が各トランジスタ領域において実質的に同等となるため、オーバーエッチングに
伴うゲート寸法変化を各トランジスタ領域で揃えることができる。このため、各トランジ
スタ、具体的にはｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジ
スタのそれぞれにおけるゲート寸法のばらつきを低減することが可能となり、トランジス
タ特性がより安定した半導体装置を提供することができる。
【０１２８】
　（第３の実施形態）
　以下、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、図面を参
照しながら説明する。
【０１２９】
　図１２（ａ）～（ｃ）、図１３（ａ）～（ｃ）、図１４（ａ）～（ｃ）、図１５（ａ）
～（ｃ）及び図１６（ａ）、（ｂ）は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造
方法の各工程を示す断面図である。尚、図１２（ａ）～（ｃ）、図１３（ａ）～（ｃ）、
図１４（ａ）～（ｃ）、図１５（ａ）～（ｃ）及び図１６（ａ）、（ｂ）において、図１
（ａ）～（ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）及び図３（ａ）～（ｃ）に示す第１の実施形態と同
一の構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する。
【０１３０】
　まず、図１２（ａ）に示すように、半導体基板１０１に例えばＳＴＩからなる素子分離
１０２を形成し、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４を区画した後、ｎチャ
ネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対してウェル形成用イオン注入を
実施する。次に、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対して、
トランジスタの閾値を調整するためのイオン注入を実施する。次に、例えばロジックトラ
ンジスタ、ＳＲＡＭトランジスタ、及び入出力Ｉ／Ｏトランジスタ等の各トランジスタの
機能に応じた膜厚及び膜質を持つゲート絶縁膜の作りこみを実施する。図１２（ａ）は、
ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれの上に、例えばロジックトラ
ンジスタ用のゲート絶縁膜１０５を形成している場合を示している。具体的には、ゲート
絶縁膜１０５は、半導体基板１０１の表面に形成された、シリコン酸化膜と比較して比誘
電率の十分に高い高誘電率膜、例えばハフニウムシリコン酸化膜（ＨｆＳｉx Ｏy 膜）で
ある。ここで、ＨｆＳｉx Ｏy 膜のＥＯＴは約２．０ｎｍである。尚、ゲート絶縁膜１０
５と半導体基板１０１との界面には、半導体基板１０１が酸化されてなる例えば厚さ１ｎ
ｍ程度の極薄シリコン酸化膜が界面層１０６として形成されている。
【０１３１】
　次に、図１２（ａ）に示すように、ゲート絶縁膜１０５の直上に、ｎチャネル領域１０
３のトランジスタの閾値制御を行うための第１ゲート電極材料膜１０７として、例えばＰ
（燐）をドーピングした厚さ５～２０ｎｍ程度のポリシリコン膜を堆積する。
【０１３２】
　次に、図１２（ａ）に示すように、第１ゲート電極材料膜１０７の上に、例えば、導電
性酸化物であるＲｕ（ルテニウム）酸化物又はＩｒ（イリジウム）酸化物などからなるエ
ッチングストッパー膜４０１を形成する。
【０１３３】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、エッチングストッパー膜４０１の上に、ｐチャネル
領域１０４を開口したレジストパターン１０９を形成した後、レジストパターン１０９を
マスクとして異方性ドライエッチングを行うことにより、ｐチャネル領域１０４上に位置
する部分のエッチングストッパー膜４０１を除去すると共にｐチャネル領域１０４上に位
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置する部分の第１ゲート電極材料膜１０７を途中まで除去する。その後、レジストパター
ン１０９を除去する。
【０１３４】
　次に、図１２（ｃ）に示すように、ｎチャネル領域１０３を覆うエッチングストッパー
膜４０１をマスクとして、ｐチャネル領域１０４上に残存する第１ゲート電極材料膜１０
７を除去する。ここで、第１ゲート電極材料膜１０７であるポリシリコン膜のエッチング
には、例えば６５℃に加熱した水酸化カリウム溶液（ＫＯＨ／Ｈ2 Ｏ＝０．３ｇ／１５０
ｃｃ）を用いる。これにより、ゲート絶縁膜１０５の膜減り等のダメージを防止しながら
エッチングを行うことができる。或いは、例えば８０℃に加熱した希釈ＡＰＭ溶液（ＮＨ

3 ：Ｈ2 Ｏ2 ：Ｈ2 Ｏ＝３～１０：１：２００～１０００）又は低ダメージのリモートプ
ラズマを用いたケミカルドライエッチングによって第１ゲート電極材料膜１０７を除去す
ることも可能である。
【０１３５】
　本実施形態においては、エッチングストッパー膜４０１をマスクとして、第１ゲート電
極材料膜１０７のエッチングを行うため、エッチングを実施した後に基板表面がその他の
薬液などに曝されることがないので、ゲート絶縁膜１０５の表面にダメージ等が生じるこ
とはない。
【０１３６】
　次に、図１３（ａ）に示すように、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値制御を
行うための第２ゲート電極材料膜１１１として、例えば厚さ５～２０ｎｍ程度のＴｉＮ膜
をｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上のそれぞれの全面に堆積する。
【０１３７】
　次に、図１３（ｂ）に示すように、第２ゲート電極材料膜１１１上の全面に、第３ゲー
ト電極材料膜１１３として、例えばＰ（燐）をドーピングした厚さ８０ｎｍ～１５０ｎｍ
程度のポリシリコン膜を堆積した後、第３ゲート電極材料膜１１３の上に、ｎチャネル領
域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれのゲート電極形成領域を覆うレジストパタ
ーン１１４をフォトリソグラフィにより形成する。
【０１３８】
　次に、図１３（ｃ）に示すように、レジストパターン１１４をマスクとして、第３ゲー
ト電極材料膜１１３に対して、例えばハロゲン系のエッチングガスを用いた異方性ドライ
エッチングを行う。このとき、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４に共通に
形成されている第３ゲート電極材料膜１１３のエッチングはｎチャネル領域１０３及びｐ
チャネル領域１０４のそれぞれにおいて同時に完了し、レジストパターン１１４の外側に
位置する部分の第２ゲート電極材料膜１１１の表面が露出する。
【０１３９】
　次に、図１４（ａ）に示すように、引き続きレジストパターン１１４をマスクとして、
ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４に共通に形成されている第２ゲート電極
材料１１１に対してエッチングを行う。これにより、ｐチャネル領域１０４上においては
、ゲート絶縁膜と接する第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１と、その上に形成され
た第３ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３とからなるゲート電極１７２が形成さ
れる。このとき、ｎチャネル領域１０３においては第２ゲート電極材料１１１の下地であ
るエッチングストッパー膜（導電性酸化物膜）４０１でエッチングストップさせる。また
、同時に、ｐチャネル領域１０４においては第２ゲート電極材料１１１の下地であるゲー
ト絶縁膜１０５でエッチングストップさせる。ここで、エッチング対象の膜の種類及び膜
厚のそれぞれがｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４で同じであるため、ｐチ
ャネル領域１０４のゲート絶縁膜１０５に対するオーバーエッチング量が過剰となること
はないので、ｐチャネル領域１０４のゲート絶縁膜１０５に突き抜けの問題は発生しない
。
【０１４０】
　次に、図１４（ｂ）に示すように、レジストパターン１１４を除去した後、図１４（ｃ
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）に示すように、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上の全面に、例えば
ＬＰ－ＣＶＤ法によりＴＥＯＳ膜からなる厚さ５ｎｍ程度の第１オフセットカバー膜５０
１を堆積した後、第１オフセットカバー膜５０１の上に、ｎチャネル領域１０３を開口し
たレジストパターン５０２を形成する。
【０１４１】
　次に、レジストパターン５０２をマスクとして、ｎチャネル領域１０３を覆う第１オフ
セットカバー膜５０１及びエッチングストッパー膜４０１に対してエッチバックを行って
、図１５（ａ）に示すように、ｎチャネル領域１０３を覆う第１オフセットカバー膜５０
１及びエッチングストッパー膜４０１を除去する。これにより、エッチングストッパー膜
４０１がｎチャネル領域１０３のゲート電極１７１（図１５（ｂ）参照）の形状にパター
ニングされる。また、ｎチャネル領域１０３のゲート電極１７１の一部となる第２ゲート
電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１と第３ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３との積
層構造の側面に第１オフセットカバー膜５０１が残存する。すなわち、第１オフセットカ
バー膜５０１によって、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれの第
２ゲート電極材料膜１１１の側壁が露出することを防止できると共に、後の工程で実施さ
れる、ｎチャネル領域１０３の第１ゲート電極材料膜１０７のエッチングの際に、ｐチャ
ネル領域１０４の半導体基板１０１表面におけるエッチングストッパー膜の膜厚を厚くす
ることができる。その後、レジストパターン５０２を例えばアッシング又はＳＰＭ溶液な
どを用いて除去する。このとき、前述のように、第２ゲート電極材料膜１１１の側壁の露
出が防止されているので、第２ゲート電極材料膜１１１つまりＴｉＮ膜の酸化や異常反応
などを抑制できる。
【０１４２】
　次に、図１５（ｂ）に示すように、ｐチャネル領域１０４を第１オフセットカバー膜５
０１によって覆いながら、ｎチャネル領域１０３の第３ゲート電極材料膜１１３及び第１
オフセットカバー膜５０１をマスクとして、ｎチャネル領域１０３の第１ゲート電極材料
１０７に対してエッチバックを行い、ｎチャネル領域１０３のゲート絶縁膜１０５の表面
を露出させる。これにより、ｎチャネル領域１０３上において、ゲート絶縁膜と接する第
１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１０７と、その上に形成されたエッチングストッ
パー膜（導電性酸化物膜）４０１と、その上に形成された第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ
膜）１１１と、その上に形成された第３ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３とか
らなるゲート電極１７１が形成される。このとき、ｐチャネル領域１０４の半導体基板１
０１及びゲート電極１７２のそれぞれの表面は第１オフセットカバー膜５０１によって保
護されているため、エッチングされることはなく形状が損われることもない。また、ｎチ
ャネル領域１０３のエッチングストッパー膜４０１及び第１ゲート電極材料１０７のエッ
チバックに際して、ｎチャネル領域１０３の第３ゲート電極材料膜１１３の上面が露出し
ているため、第３ゲート電極材料膜１１３も同時にエッチバックされるが、これによって
、ｎチャネル領域１０３のゲート電極１７１のゲート高さ１１５は、ｐチャネル領域１０
４のゲート電極１７２のゲート高さ１１６に近づくことになる。
【０１４３】
　次に、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上の全面に、例えばＬＰ－Ｃ
ＶＤ法により厚さ５ｎｍ程度のＴＥＯＳ膜からなる第２オフセットカバー膜５０４を堆積
した後、当該第２オフセットカバー膜５０４及びｐチャネル領域１０４の第１オフセット
カバー膜５０１に対して異方性ドライエッチングによるエッチバックを行う。これにより
、図１５（ｃ）に示すように、ゲート電極１７１の側面に、第２ゲート電極材料膜（Ｔｉ
Ｎ膜）１１１及び第３ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３の積層構造の側面を覆
う第１オフセットカバー膜５０１と、当該第１オフセットカバー膜５０１並びに第１ゲー
ト電極材料膜（ポリシリコン膜）１０７及びエッチングストッパー膜（導電性酸化物膜）
４０１の積層構造の側面を覆う第２オフセットカバー膜５０４とからなるオフセットスペ
ーサ１１７Ａが形成される。また、ゲート電極１７２の側面の全体に、第１オフセットカ
バー膜５０１と第２オフセットカバー膜５０４とからなるオフセットスペーサ１１７Ｂが
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形成される。
【０１４４】
　尚、本実施形態においては、ゲート電極１７１のうち第１ゲート電極材料膜（ポリシリ
コン膜）１０７及びエッチングストッパー膜（導電性酸化物膜）４０１の積層構造の幅は
、ゲート電極１７１のうち第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１及び第３ゲート電極
材料膜（ポリシリコン膜）１１３の積層構造の幅よりも大きい。また、ゲート電極１７１
のうち第１ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１０７及びエッチングストッパー膜（導
電性酸化物膜）４０１の積層構造の側面に形成されているオフセットスペーサ１１７Ａの
幅は、ゲート電極１７１のうち第２ゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１及び第３ゲート
電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３の積層構造の側面に形成されているオフセットスペ
ーサ１１７Ａの幅よりも小さい。
【０１４５】
　次に、図１５（ｃ）に示すように、ゲート電極１７１及び１７２並びにオフセットスペ
ーサ１１７Ａ及び１１７Ｂをマスクとして、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１
０４のそれぞれに対してイオン注入を行うことにより、ｎチャネル領域１０３におけるゲ
ート電極１７１の両側にエクステンション注入層１１８Ａを形成すると共に、ｐチャネル
領域１０４におけるゲート電極１７２の両側にエクステンション注入層１１８Ｂを形成す
る。
【０１４６】
　本実施形態においては、ｎチャネル領域１０３における実質的なオフセットスペーサ幅
５０５は、オフセットスペーサ１１７Ａのうちの第２オフセットカバー膜５０４の厚さと
なり、ｐチャネル領域１０４におけるオフセットスペーサ幅５０６は、第１オフセットカ
バー膜５０１の厚さと第２オフセットカバー膜５０４の厚さとを合わせたものとなる。こ
れにより、ｎチャネル領域１０３のオフセットスペーサ幅５０５とｐチャネル領域１０４
のオフセットスペーサ幅５０６とを個別に設定することが可能となる。また、各チャネル
領域におけるゲート電極幅についても前述のオフセットスペーサ幅と連動するため、ｎチ
ャネル領域１０３の実質的なゲート電極幅（つまり最下層の第１ゲート電極材料膜１０７
の幅）５０７と、ｐチャネル領域１０４のゲート電極幅５０８とを個別に設定することも
可能となっている。
【０１４７】
　次に、図１６（ａ）に示すように、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４
上の全面に、例えばＳＡ－ＣＶＤ法によりＮＳＧ膜を厚さ５～１０ｎｍ程度堆積した後、
例えばＡＬＤ法によりＳｉＮ膜を厚さ２０～４０ｎｍ程度堆積する。次に、ＮＳＧ膜とＳ
ｉＮ膜との積層膜に対して異方性ドライエッチングによるエッチバックを行って、ゲート
電極１７１及び１７２のそれぞれの側面にオフセットスペーサ１１７Ａ及び１１７Ｂを介
して、サイドウォール下層膜１１９及びサイドウォール上層膜１２０からなるサイドウォ
ールスペーサ１２１を形成する。尚、サイドウォール下層膜１１９として、ＮＳＧ膜に代
えて、例えばＬＰ－ＣＶＤ法によりＴＥＯＳ膜を形成してもよい。次に、ゲート電極１７
１、オフセットスペーサ１１７Ａ及びサイドウォールスペーサ１２１をマスクとして、ｎ
チャネル領域１０３に対してＡｓ（砒素）及びＰ（燐）のイオン注入を行うことにより、
ｎチャネル領域１０３におけるゲート電極１７１から見てエクステンション注入層１１８
Ａの外側にソース・ドレイン注入層１２２Ａを形成する。また、ゲート電極１７２、オフ
セットスペーサ１１７Ｂ及びサイドウォールスペーサ１２１をマスクとして、ｐチャネル
領域１０４に対してＢ（ホウ素）のイオン注入を行うことにより、ｐチャネル領域１０４
におけるゲート電極１７２から見てエクステンション注入層１１８Ｂの外側にソース・ド
レイン注入層１２２Ｂを形成する。その後、活性化熱処理を行い、イオン注入によって半
導体基板１０１中に導入した各不純物を活性化する。
【０１４８】
　次に、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上の全面に、高融点金属膜と
して例えばＮｉ膜をスパッタ法などによって堆積した後、シリサイド化熱処理を実施し、
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その後、シリサイド未反応領域のＮｉ膜を例えばウェットエッチングにより除去する。こ
れにより、図１６（ｂ）に示すように、ソース・ドレイン注入層１２２Ａ及び１２２Ｂの
それぞれの表面並びにゲート電極１７１及び１７２のそれぞれの表面にＮｉシリサイド層
１２４が形成される。
【０１４９】
　以上に説明した第３の実施形態によると、ゲート電極加工時のエッチング、具体的には
、ｎチャネル領域１０３のエッチングストッパー膜４０１及び第１ゲート電極材料１０７
に対してエッチングを行う前に、オーバーエッチング量が大きくなるｐチャネル領域１０
４を覆うように、エッチングストッパー膜として機能する第１オフセットカバー膜５０１
を予め形成している。言い換えると、ゲート電極加工時のオーバーエッチング量が過剰と
なるｐチャネル領域１０４におけるエッチングストッパー膜の膜厚を、オーバーエッチン
グ実施前に増大させている。従って、ゲート絶縁膜１０５の突き抜け及びそれに伴う基板
削れ等を防止できるため、トランジスタ特性劣化やパーティクル増加等に起因する歩留ま
り低下の危険を回避でき、それによって高性能な半導体装置を安価で提供することができ
る。
【０１５０】
　また、第３の実施形態によると、ゲート電極加工時のエッチングにおけるオーバーエッ
チング量が各トランジスタ領域において過剰とならないため、オーバーエッチングに伴う
ゲート寸法変化を各トランジスタ領域で揃えることができる。このため、各トランジスタ
、具体的にはｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジスタ
のそれぞれにおけるゲート寸法のばらつきを低減することが可能となり、トランジスタ特
性がより安定した半導体装置を提供することができる。
【０１５１】
　（第４の実施形態）
　以下、本発明の第４の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、図面を参
照しながら説明する。
【０１５２】
　図１７（ａ）～（ｃ）、図１８（ａ）～（ｃ）、図１９（ａ）～（ｃ）及び図２０（ａ
）～（ｃ）は、本発明の第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面
図である。尚、図１７（ａ）～（ｃ）、図１８（ａ）～（ｃ）、図１９（ａ）～（ｃ）及
び図２０（ａ）～（ｃ）において、図１（ａ）～（ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）及び図３（
ａ）～（ｃ）に示す第１の実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付すことにより、
重複する説明を省略する。
【０１５３】
　まず、図１７（ａ）に示すように、半導体基板１０１に例えばＳＴＩからなる素子分離
１０２を形成し、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４を区画した後、ｎチャ
ネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対してウェル形成用イオン注入を
実施する。次に、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれに対して、
トランジスタの閾値を調整するためのイオン注入を実施する。次に、例えばロジックトラ
ンジスタ、ＳＲＡＭトランジスタ、及び入出力Ｉ／Ｏトランジスタ等の各トランジスタの
機能に応じた膜厚及び膜質を持つゲート絶縁膜の作りこみを実施する。図１７（ａ）は、
ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれの上に、例えばロジックトラ
ンジスタ用のゲート絶縁膜１０５を形成している場合を示している。具体的には、ゲート
絶縁膜１０５は、半導体基板１０１の表面に形成された、シリコン酸化膜と比較して比誘
電率の十分に高い高誘電率膜、例えばハフニウムシリコン酸化膜（ＨｆＳｉx Ｏy 膜）で
ある。ここで、ＨｆＳｉx Ｏy 膜のＥＯＴは約２．０ｎｍである。尚、ゲート絶縁膜１０
５と半導体基板１０１との界面には、半導体基板１０１が酸化されてなる例えば厚さ１ｎ
ｍ程度の極薄シリコン酸化膜が界面層１０６として形成されている。
【０１５４】
　次に、図１７（ａ）に示すように、ゲート絶縁膜１０５の直上に、ｐチャネル領域１０
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４のトランジスタの閾値制御を行うためのゲート電極材料膜１１１として、例えば厚さ５
～２０ｎｍ程度のＴｉＮ膜を堆積する。
【０１５５】
　次に、図１７（ａ）に示すように、ゲート電極材料膜１１１の上に、例えば、導電性酸
化物であるＲｕ（ルテニウム）酸化物又はＩｒ（イリジウム）酸化物などからなるエッチ
ングストッパー膜４０２を形成する。
【０１５６】
　次に、図１７（ｂ）に示すように、エッチングストッパー膜４０２の上に、ｎチャネル
領域１０３を開口したレジストパターン１１２を形成した後、レジストパターン１１２を
マスクとして異方性ドライエッチングを行うことにより、ｎチャネル領域１０３上に位置
する部分のエッチングストッパー膜４０２を除去すると共にｎチャネル領域１０３上に位
置する部分のゲート電極材料膜１１１を途中まで除去する。その後、レジストパターン１
１２を除去する。
【０１５７】
　次に、図１７（ｃ）に示すように、ｐチャネル領域１０４を覆うエッチングストッパー
膜４０２をマスクとして、ｎチャネル領域１０３上に残存するゲート電極材料膜１１１を
除去する。ここで、ゲート電極材料膜１１１であるＴｉＮ膜の除去は、例えばＳＰＭ溶液
、希釈塩酸若しくは過酸化水素水などの薬液又は低ダメージのリモートプラズマを用いた
ケミカルドライエッチングによって行う。
【０１５８】
　本実施形態においては、エッチングストッパー膜４０２をマスクとして、ゲート電極材
料膜１１１のエッチングを行うため、エッチングを実施した後に基板表面がその他の薬液
などに曝されることがないので、ゲート絶縁膜１０５の表面にダメージ等が生じることは
ない。
【０１５９】
　次に、図１８（ａ）に示すように、半導体基板１０１上の全面に、つまり、ｎチャネル
領域１０３のゲート絶縁膜１０５上及びｐチャネル領域１０４のエッチングストッパー膜
４０２上に、ゲート電極材料膜１１３として、例えばＰ（燐）をドーピングした厚さ８０
ｎｍ～１５０ｎｍ程度のポリシリコン膜を堆積した後、ゲート電極材料膜１１３の上に、
ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれぞれのゲート電極形成領域を覆う
レジストパターン１１４をフォトリソグラフィにより形成する。
【０１６０】
　次に、図１８（ｂ）に示すように、レジストパターン１１４をマスクとして、ゲート電
極材料膜１１３に対して、例えばハロゲン系のエッチングガスを用いた異方性ドライエッ
チングを行う。これにより、ｎチャネル領域１０３上においては、ゲート絶縁膜と接する
ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３からなるゲート電極１８１が形成される。こ
のとき、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４に共通に形成されているゲート
電極材料膜１１３のエッチングはｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４のそれ
ぞれにおいて同時に完了する。すなわち、ｐチャネル領域１０４では下地の導電性酸化物
膜であるエッチングストッパー膜４０２によってエッチングがストップすると同時に、ｎ
チャネル領域１０３では下地のゲート絶縁膜１０５によってエッチングがストップする。
【０１６１】
　図１８（ｂ）に示すエッチング工程では、エッチング対象の膜の種類及び厚さがｎチャ
ネル領域１０３及びｐチャネル領域１０４で同じであるため、ｎチャネル領域１０３のゲ
ート絶縁膜１０５に対するオーバーエッチング量が過剰となることはないので、ｎチャネ
ル領域１０３のゲート絶縁膜１０５において突き抜けの問題が発生することはない。
【０１６２】
　次に、図１８（ｃ）に示すように、レジストパターン１１４を除去した後、図１９（ａ
）に示すように、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上の全面に、例えば
ＬＰ－ＣＶＤ法によりＴＥＯＳ膜からなる厚さ５ｎｍ程度の第１オフセットカバー膜５０
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１を堆積した後、第１オフセットカバー膜５０１の上に、ｐチャネル領域１０４を開口し
たレジストパターン６０１を形成する。
【０１６３】
　次に、レジストパターン６０１をマスクとして、ｐチャネル領域１０４を覆う第１オフ
セットカバー膜５０１及びエッチングストッパー膜４０２に対してエッチバックを行って
、図１９（ｂ）に示すように、ｐチャネル領域１０４を覆う第１オフセットカバー膜５０
１及びエッチングストッパー膜４０２を除去する。これにより、エッチングストッパー膜
４０２がｐチャネル領域１０４のゲート電極１８２（図１９（ｃ）参照）の形状にパター
ニングされる。また、ｐチャネル領域１０４のゲート電極１８２の一部となるゲート電極
材料膜（ポリシリコン膜）１１３の側面に第１オフセットカバー膜５０１が残存する。す
なわち、第１オフセットカバー膜５０１によって、後の工程で実施される、ｐチャネル領
域１０４のゲート電極材料膜１１１のエッチングの際に、ｎチャネル領域１０３の半導体
基板１０１表面におけるエッチングストッパー膜の膜厚を厚くすることができる。その後
、レジストパターン６０１を例えばアッシング又はＳＰＭ溶液などを用いて除去する。
【０１６４】
　次に、図１９（ｃ）に示すように、ｎチャネル領域１０３を第１オフセットカバー膜５
０１によって覆いながら、ｐチャネル領域１０４の第３ゲート電極材料膜１１３及び第１
オフセットカバー膜５０１をマスクとして、ｐチャネル領域１０４のゲート電極材料１１
１に対してエッチバックを行い、ｐチャネル領域１０４のゲート絶縁膜１０５の表面を露
出させる。これにより、ｐチャネル領域１０４上において、ゲート絶縁膜と接するゲート
電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１と、その上に形成されたエッチングストッパー膜（導電性
酸化物膜）４０２と、その上に形成されたゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３と
からなるゲート電極１８２が形成される。このとき、ｎチャネル領域１０３の半導体基板
１０１及びゲート電極１８１のそれぞれの表面は第１オフセットカバー膜５０１によって
保護されているため、エッチングされることはなく形状が損われることもない。また、ｐ
チャネル領域１０４のエッチングストッパー膜４０２及びゲート電極材料１１１のエッチ
バックに際して、ｐチャネル領域１０４のゲート電極材料膜１１３の上面が露出している
ため、ゲート電極材料膜１１３も同時にエッチバックされるが、これによって、ｐチャネ
ル領域１０４のゲート電極１８２のゲート高さ１１６は、ｎチャネル領域１０３のゲート
電極１８１のゲート高さ１１５に近づくことになる。
【０１６５】
　次に、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上の全面に、例えばＬＰ－Ｃ
ＶＤ法により厚さ５ｎｍ程度のＴＥＯＳ膜からなる第２オフセットカバー膜５０４を堆積
した後、当該第２オフセットカバー膜５０４及びｎチャネル領域１０３の第１オフセット
カバー膜５０１に対して異方性ドライエッチングによるエッチバックを行う。これにより
、図２０（ａ）に示すように、ゲート電極１８１の側面の全体に、第１オフセットカバー
膜５０１と第２オフセットカバー膜５０４とからなるオフセットスペーサ１１７Ａが形成
される。また、ゲート電極１８２の側面に、ゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３
の側面を覆う第１オフセットカバー膜５０１と、当該第１オフセットカバー膜５０１並び
にゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１及びエッチングストッパー膜（導電性酸化物膜）
４０２の積層構造の側面を覆う第２オフセットカバー膜５０４とからなるオフセットスペ
ーサ１１７Ｂが形成される。
【０１６６】
　尚、本実施形態においては、ゲート電極１８２のうちゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１
１１及びエッチングストッパー膜（導電性酸化物膜）４０２の積層構造の幅は、ゲート電
極１８２のうちゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３の幅よりも大きい。また、ゲ
ート電極１８２のうちゲート電極材料膜（ＴｉＮ膜）１１１及びエッチングストッパー膜
（導電性酸化物膜）４０２の積層構造の側面に形成されているオフセットスペーサ１１７
Ｂの幅は、ゲート電極１８２のうちゲート電極材料膜（ポリシリコン膜）１１３の側面に
形成されているオフセットスペーサ１１７Ｂの幅よりも小さい。
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【０１６７】
　次に、図２０（ａ）に示すように、ゲート電極１８１及び１８２並びにオフセットスペ
ーサ１１７Ａ及び１１７Ｂをマスクとして、ｎチャネル領域１０３及びｐチャネル領域１
０４のそれぞれに対してイオン注入を行うことにより、ｎチャネル領域１０３におけるゲ
ート電極１８１の両側にエクステンション注入層１１８Ａを形成すると共に、ｐチャネル
領域１０４におけるゲート電極１８２の両側にエクステンション注入層１１８Ｂを形成す
る。
【０１６８】
　本実施形態においては、ｎチャネル領域１０３におけるオフセットスペーサ幅５０５は
、第１オフセットカバー膜５０１の厚さと第２オフセットカバー膜５０４の厚さとを合わ
せたものとなり、ｐチャネル領域１０４における実質的なオフセットスペーサ幅５０６は
、オフセットスペーサ１１７Ｂのうちの第２オフセットカバー膜５０４の厚さとなる。こ
れにより、ｎチャネル領域１０３のオフセットスペーサ幅５０５とｐチャネル領域１０４
のオフセットスペーサ幅５０６とを個別に設定することが可能となる。また、各チャネル
領域におけるゲート電極幅についても前述のオフセットスペーサ幅と連動するため、ｎチ
ャネル領域１０３の実質的なゲート電極幅（つまりゲート電極材料膜１１３の幅）５０７
と、ｐチャネル領域１０４のゲート電極幅（つまり最下層のゲート電極材料膜１１１の幅
）５０８とを個別に設定することも可能となっている。
【０１６９】
　次に、図２０（ｂ）に示すように、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４
上の全面に、例えばＳＡ－ＣＶＤ法によりＮＳＧ膜を厚さ５～１０ｎｍ程度堆積した後、
例えばＡＬＤ法によりＳｉＮ膜を厚さ２０～４０ｎｍ程度堆積する。次に、ＮＳＧ膜とＳ
ｉＮ膜との積層膜に対して異方性ドライエッチングによるエッチバックを行って、ゲート
電極１８１及び１８２のそれぞれの側面にオフセットスペーサ１１７Ａ及び１１７Ｂを介
して、サイドウォール下層膜１１９及びサイドウォール上層膜１２０からなるサイドウォ
ールスペーサ１２１を形成する。尚、サイドウォール下層膜１１９として、ＮＳＧ膜に代
えて、例えばＬＰ－ＣＶＤ法によりＴＥＯＳ膜を形成してもよい。次に、ゲート電極１８
１、オフセットスペーサ１１７Ａ及びサイドウォールスペーサ１２１をマスクとして、ｎ
チャネル領域１０３に対してＡｓ（砒素）及びＰ（燐）のイオン注入を行うことにより、
ｎチャネル領域１０３におけるゲート電極１８１から見てエクステンション注入層１１８
Ａの外側にソース・ドレイン注入層１２２Ａを形成する。また、ゲート電極１８２、オフ
セットスペーサ１１７Ｂ及びサイドウォールスペーサ１２１をマスクとして、ｐチャネル
領域１０４に対してＢ（ホウ素）のイオン注入を行うことにより、ｐチャネル領域１０４
におけるゲート電極１８２から見てエクステンション注入層１１８Ｂの外側にソース・ド
レイン注入層１２２Ｂを形成する。その後、活性化熱処理を行い、イオン注入によって半
導体基板１０１中に導入した各不純物を活性化する。
【０１７０】
　次に、ｎチャネル領域１０３上及びｐチャネル領域１０４上の全面に、高融点金属膜と
して例えばＮｉ膜をスパッタ法などによって堆積した後、シリサイド化熱処理を実施し、
その後、シリサイド未反応領域のＮｉ膜を例えばウェットエッチングにより除去する。こ
れにより、図２０（ｃ）に示すように、ソース・ドレイン注入層１２２Ａ及び１２２Ｂの
それぞれの表面並びにゲート電極１８１及び１８２のそれぞれの表面にＮｉシリサイド層
１２４が形成される。
【０１７１】
　以上に説明した第４の実施形態によると、ゲート電極加工時のエッチング、具体的には
、ｐチャネル領域１０４のエッチングストッパー膜４０２及びゲート電極材料１１１に対
してエッチングを行う前に、オーバーエッチング量が大きくなるｎチャネル領域１０３を
覆うように、エッチングストッパー膜として機能する第１オフセットカバー膜５０１を予
め形成している。言い換えると、ゲート電極加工時のオーバーエッチング量が過剰となる
ｎチャネル領域１０３におけるエッチングストッパー膜の膜厚を、オーバーエッチング実
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施前に増大させている。従って、ゲート絶縁膜１０５の突き抜け及びそれに伴う基板削れ
等を防止できるため、トランジスタ特性劣化やパーティクル増加等に起因する歩留まり低
下の危険を回避でき、それによって高性能な半導体装置を安価で提供することができる。
【０１７２】
　また、第４の実施形態によると、ゲート電極加工時のエッチングにおけるオーバーエッ
チング量が各トランジスタ領域において過剰とならないため、オーバーエッチングに伴う
ゲート寸法変化を各トランジスタ領域で揃えることができる。このため、各トランジスタ
、具体的にはｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル型電界効果トランジスタ
のそれぞれにおけるゲート寸法のばらつきを低減することが可能となり、トランジスタ特
性がより安定した半導体装置を提供することができる。
【０１７３】
　尚、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）、第２の実施形態、第３の実施形態及
び第４の実施形態において、ゲート絶縁膜１０５として、ＥＯＴが約２．０ｎｍのハフニ
ウムシリコン酸化膜（ＨｆＳｉx Ｏy 膜）を用いたが、ゲート絶縁膜１０５の材料や膜厚
は、これに限るものではない。ゲート絶縁膜１０５としては、例えば、ＨｆＯ2 膜、Ｈｆ
Ｓｉx Ｏy 膜若しくはＨｆＡｌx Ｏy 等のHigh-k膜若しくはＳｉＯ2 膜又はこれらの膜に
窒素を添加した膜からなる絶縁膜群から選ばれた１つの絶縁膜からなる単層膜、又は前記
絶縁膜群から選ばれた少なくとも１つの絶縁膜を含む積層絶縁膜であってもよい。また、
ゲート絶縁膜１０５の膜厚は、ゲート長、ＥＯＴの許容値及びリーク電流の許容値等を考
慮して適宜決定すればよい。さらに、各トランジスタ領域毎にゲート絶縁膜を作り分けて
も良い。
【０１７４】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）、第２の実施形態、第３の実施形態
及び第４の実施形態において、界面層１０６として、半導体基板１０１を酸化したシリコ
ン酸化膜を用いたが、これに代えて、シリコン酸化膜を窒化したＳｉＯＮ膜、又は半導体
基板１０１を酸化したシリコン酸化膜若しくはＳｉＯＮ膜とＡＬＤ法により形成されたＳ
ｉＮ膜との積層膜を用いてもよい。
【０１７５】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）、第２の実施形態、第３の実施形態
及び第４の実施形態において、第１ゲート電極材料膜１０７（第４の実施形態ではゲート
電極材料膜１１３）として、Ｐ（燐）をドーピングしたポリシリコン膜を用いたが、これ
に限らず、アモルファスシリコン膜、ノンドープポリシリコン膜又はシリコンゲルマニウ
ム膜等にＰ（燐）、Ａｓ（砒素）、Ｂ（ホウ素）、Ｉｎ（インジウム）、Ｎ（窒素）、Ｃ
（炭素）及びＦ（フッ素）のうちから選ばれた少なくとも１つの不純物等を例えばイオン
注入でドーピングしたＳｉ含有材料膜を用いてもよい。ここで、具体的な材料膜の選定に
際しては、後工程でのエッチング除去性やトランジスタの閾値制御などの観点を適宜考慮
すればよい。
【０１７６】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）、第２の実施形態、第３の実施形態
及び第４の実施形態において、第２ゲート電極材料膜１１１（第４の実施形態ではゲート
電極材料膜１１１）の材料としては、ｐチャネル領域１０４のトランジスタの閾値電圧を
低くするために、ｐ+ 型のポリシリコンの仕事関数に近い仕事関数を持つ材料を選択すれ
ばよい。このような材料としては、各実施形態で用いたＴｉＮの他、例えば、Ｎｉ、Ｐｄ
、Ｐｔ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ等からなる金属群から選ばれた少なくとも
１つの金属よりなる金属膜、又は前記金属群から選ばれた少なくとも１つの金属の窒化物
、珪化物、炭化物若しくは酸化物その他の化合物からなる導電膜を用いてもよい。このよ
うな金属の酸化物としては、例えば金属Ｒｕ酸化物又はＩｒ酸化物等が考えられる。また
、第２ゲート電極材料膜１１１（第４の実施形態ではゲート電極材料膜１１１）の材料と
して、例えば、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ等からなる金属群か
ら選ばれた少なくとも１つの金属よりなる金属膜、又は前記金属群から選ばれた少なくと
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も１つの金属の窒化物、珪化物、炭化物若しくは酸化物その他の化合物からなる導電膜を
用いてもよい。このような金属の窒化物としては、例えば、正規組成のＴｉＮ、ＴａＮ、
ＺｒＮ、ＨｆＮ、ＮｂＮ等が考えられる。
【０１７７】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）、第２の実施形態及び第３の実施形
態において、第３ゲート電極材料膜１１３として、Ｐ（燐）をドーピングしたポリシリコ
ン膜を用いたが、これに限らず、アモルファスシリコン膜、ノンドープポリシリコン膜又
はシリコンゲルマニウム膜等にＰ（燐）、Ａｓ（砒素）、Ｂ（ホウ素）、Ｉｎ（インジウ
ム）、Ｎ（窒素）、Ｃ（炭素）及びＦ（フッ素）のうちから選ばれた少なくとも１つの不
純物等を例えばイオン注入でドーピングしたＳｉ含有材料膜を用いてもよい。ここで、第
３ゲート電極材料膜１１３がＳｉ含有材料から構成されていた場合でも第３ゲート電極材
料膜１１３はトランジスタの閾値制御用の材料膜としては機能しないため、後工程でのシ
リサイド化が容易な材料を選ぶことが可能となるので、シリサイド断線などに起因する歩
留まり低下や特性劣化などの問題が発生しにくくなる。また、第３ゲート電極材料膜１１
３となるＳｉ含有材料膜とその下地となる閾値制御用の電極材料膜との界面に、低抵抗化
金属としてＡｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗなどを挿入することによって
、界面抵抗を低減することが容易となり、それによって界面抵抗によるトランジスタゲー
トへの信号遅延に起因する回路動作の不具合などが発生しにくくなる。また、第３ゲート
電極材料膜１１３は、必ずしもＳｉ含有材料膜である必要はなく、ゲート電極の低抵抗化
が可能なＡｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗなどの金属材料からなる膜を用
いてもよい。
【０１７８】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）、第２の実施形態及び第３の実施形
態において、ｎチャネル領域１０３の第１ゲート電極材料膜１０７をｐチャネル領域１０
４の第２ゲート電極材料膜１１１よりも先に形成したが、これらのゲート電極材料膜の形
成順を逆にしてもよい。
【０１７９】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）、第２の実施形態及び第３の実施形
態において、第１ゲート電極材料膜１０７を金属含有材料膜とし、第２ゲート電極材料膜
１１１をＳｉ含有材料膜としてもよい。この場合、第１ゲート電極材料膜１０７は、ｎチ
ャネル領域１０３のトランジスタの閾値電圧を低くするために、ｎ+ 型のポリシリコンの
仕事関数に近い仕事関数を持つ材料を選択すればよい。このような材料としては、例えば
、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ等からなる金属群から選ばれた少
なくとも１つの金属よりなる金属膜、又は前記金属群から選ばれた少なくとも１つの金属
の窒化物、珪化物、炭化物若しくは酸化物その他の化合物からなる導電膜を用いてもよい
。但し、Ｔｉ、Ｔａ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂの窒化物については、正規組成のものよりもＮの
量が少ないものが第１ゲート電極材料膜１０７の材料として好適である。一方、第２ゲー
ト電極材料膜１１１としては、アモルファスシリコン膜、ノンドープポリシリコン膜又は
シリコンゲルマニウム膜等にＰ（燐）、Ａｓ（砒素）、Ｂ（ホウ素）、Ｉｎ（インジウム
）、Ｎ（窒素）、Ｃ（炭素）及びＦ（フッ素）のうちから選ばれた少なくとも１つの不純
物等を例えばイオン注入でドーピングしたＳｉ含有材料膜を用いてもよい。
【０１８０】
　但し、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）、第２の実施形態及び第３の実施形
態においては、ゲート絶縁膜１０５の直上に堆積された金属含有材料膜（第２ゲート電極
材料膜１１１）をエッチングにより除去する工程が必要ないため、ゲート絶縁膜１０５と
金属含有材料とのミキシングにより生じた層をエッチングすることがない。このため、ゲ
ート絶縁膜１０５に対する金属ダメージの発生を回避することが可能である。
【０１８１】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）、第２の実施形態、第３の実施形態
及び第４の実施形態において、ソース・ドレイン注入層やゲート電極の上部にシリサイド
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層としてＮｉシリサイド層１２４を形成したが、これに限らず、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｔｉ、Ｗ及
びＰｔのうちの少なくとも１つを含むシリサイド層を形成してもよい。尚、各実施形態で
説明したように、本発明によれば、シリサイド形成前において、ｎチャネル領域１０３に
おけるｎチャネルゲート電極高さ１１５とｐチャネル領域１０４におけるｐチャネルゲー
ト電極高さ１１６との差が小さくなるため、ｎチャネル領域１０３とｐチャネル領域１０
４のｎｐ境界部におけるゲート電極段差を小さくすることが可能となるので、当該ｎｐ境
界部でのゲート電極シリサイド断線の危険性を低減することが可能となる。一方、第１の
実施形態（第１及び第２変形例を含む）及び第２の実施形態においては、ゲート電極を加
工するためのフォトリソグラフィを行う時点で、ｎチャネル領域１０３におけるｎチャネ
ルゲート電極高さ１１５とｐチャネル領域１０４におけるｐチャネルゲート電極高さ１１
６とを揃えることが可能である。このため、フォトリソグラフィでのフォーカスマージン
を拡大することが可能となるので、より微細化したゲート電極形成に対してもゲート寸法
を安定化させることが可能となり、その結果、よりトランジスタ特性が安定で高性能な半
導体装置を形成することができる。
【０１８２】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）及び第２の実施形態において、オフ
セットスペーサ１１７として、ＴＥＯＳ膜又はＳｉＮ膜などの絶縁膜を用いたが、ゲート
電極や半導体基板１０１の酸化などを抑制するために、例えば、低温で成膜可能なＳＡ－
ＣＶＤ法により形成したＮＳＧ膜、低温ＬＰ－ＣＶＤ法により形成したＴＥＯＳ膜、低温
ＡＬＤ法により形成したＳｉＮ膜、又は低温で形成したＳｉＣ膜、ＳｉＯＮ膜若しくはＳ
ｉＯＣ膜などを用いてもよい。特に、オフセットスペーサ１１７として、酸素を含有しな
い膜を用いると、ゲート電極や半導体基板１０１の酸化抑制に効果的である。
【０１８３】
　また、第１の実施形態の第１～第３変形例において、第１エッチングカバー膜２０１と
して、ＨＤＰ－ＮＳＧ膜を用いたが、これに代えて、例えば、ＳＡ－ＣＶＤ法により形成
したＮＳＧ膜、ＬＰ－ＣＶＤ法等のＣＶＤ法により形成したＴＥＯＳ膜等の酸化膜、又は
ＡＬＤ法により形成したＳｉＮ膜等の窒化膜を用いても良い。
【０１８４】
　また、第１の実施形態の第２変形例において、第２エッチングカバー膜３０１として、
ＨＤＰ－ＮＳＧ膜を用いたが、これに代えて、例えば、ＳＡ－ＣＶＤ法により形成したＮ
ＳＧ膜、ＬＰ－ＣＶＤ法等のＣＶＤ法により形成したＴＥＯＳ膜等の酸化膜、又はＡＬＤ
法により形成したＳｉＮ膜等の窒化膜を用いても良い。尚、第１の実施形態の第２変形例
において、第１エッチングカバー膜２０１及び第２エッチングカバー膜３０１を同じ材料
及び同じ膜厚で構成することによって、後工程で第１エッチングカバー膜２０１及び第２
エッチングカバー膜３０１を共に除去する際にエッチング量が等しくなるというメリット
が得られる。
【０１８５】
　また、第２～第４の実施形態において、エッチングストッパー膜４０１又は４０２を構
成する導電性酸化物として、Ｉｒ酸化物又はＲｕ酸化物を例示したが、その他の導電性酸
化物であっても同じ効果を得ることができる。尚、第２の実施形態においては、第１エッ
チングストッパー膜４０１及び第２エッチングストッパー膜４０２を共にエッチングする
必要があるため、各エッチングストッパー膜の膜厚を各エッチングストッパー膜のエッチ
ング量が等しくなるように設定することが好ましい。例えば、第１エッチングストッパー
膜４０１及び第２エッチングストッパー膜４０２を同じ材料から構成するのであれば、各
エッチングストッパー膜の膜厚を同じに設定することが好ましい。
【０１８６】
　また、第３の実施形態及び第４の実施形態において、第１オフセットカバー膜５０１と
して、ＬＰ－ＣＶＤ法により形成したＴＥＯＳ膜を用いたが、ゲート電極や半導体基板１
０１の酸化などを抑制するために、例えば、低温で成膜可能なＳＡ－ＣＶＤ法により形成
したＮＳＧ膜、低温ＬＰ－ＣＶＤ法により形成したＴＥＯＳ膜、低温ＡＬＤ法により形成
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したＳｉＮ膜、又は低温で形成したＳｉＣ膜、ＳｉＯＮ膜若しくはＳｉＯＣ膜などを用い
てもよい。特に、第１オフセットカバー膜５０１として、酸素を含有しない膜を用いると
、ゲート電極や半導体基板１０１の酸化抑制に効果的である。
【０１８７】
　また、第３の実施形態及び第４の実施形態において、第２オフセットカバー膜５０４と
して、ＬＰ－ＣＶＤ法により形成したＴＥＯＳ膜を用いたが、ゲート電極や半導体基板１
０１の酸化などを抑制するために、例えば、低温で成膜可能なＳＡ－ＣＶＤ法により形成
したＮＳＧ膜、低温ＬＰ－ＣＶＤ法により形成したＴＥＯＳ膜、低温ＡＬＤ法により形成
したＳｉＮ膜、又は低温で形成したＳｉＣ膜、ＳｉＯＮ膜若しくはＳｉＯＣ膜などを用い
てもよい。特に、第２オフセットカバー膜５０４として、酸素を含有しない膜を用いると
、ゲート電極や半導体基板１０１の酸化抑制に効果的である。
【０１８８】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）及び第４の実施形態において、ゲー
ト電極上にハードマスクを形成した状態で活性領域（ソース・ドレイン注入層１２２Ａ及
び１２２Ｂ）のシリサイド形成を行った後、ゲート電極のシリサイド形成を行うことによ
り、ゲート電極（第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）のゲート電極１５１又は第
４の実施形態のゲート電極１８１）をフルシリサイド化してもよい。すなわち、第１の実
施形態（第１～第３変形例を含む）のゲート電極１５１又は第４の実施形態のゲート電極
１８１をＦＵＳＩ構造としてもよい。この場合、ｎチャネル領域１０３のトランジスタの
閾値は、フルシリサイド化されたゲート電極材料によって決まることになるため、ゲート
形成（ゲートパターニング）工程以降に閾値を変化させること、つまりＥＯＴを小さくす
ることが可能となる。
【０１８９】
　また、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）及び第２の実施形態において、（式
１）～（式３）における異方性ドライエッチングのエッチングレートＥＲ１及びＥＲ２は
膜厚ＴＨ１及びＴＨ２それぞれに反比例するため、ＴＨ１＞ＴＨ２の場合にはＥＲ２＞Ｅ
Ｒ１となるようにエッチングガスを選定することが望ましい。また、逆に、ＥＲ１＞ＥＲ
２の場合にはＴＨ２＞ＴＨ１となるように膜厚を設定することが望ましい。
【０１９０】
　以下、エッチングレートＥＲ１及びＥＲ２並びに膜厚ＴＨ１及びＴＨ２の設定内容につ
いて詳細を説明する。まず、エッチングレートＥＲ１及びＥＲ２並びに膜厚ＴＨ１及びＴ
Ｈ２の設定において、エッチング反応前及びエッチング反応後のそれぞれの被エッチング
膜の結合解離エネルギーに着目する。図２１及び図２２はそれぞれ、塩素系のエッチング
ガス及び臭素系のエッチングガスのそれぞれを用いた場合における各種材料の結合解離エ
ネルギーＤ（Ｍ１－Ｍ２）を示している。ここで、Ｍ１及びＭ２は、例えばＴｉＮの場合
にはＭ１がＴｉ、Ｍ２がＮである。また、結合解離エネルギーの値は標準状態（但し温度
は２９８Ｋ）での値である。
【０１９１】
　エッチング反応前の被エッチング膜の結合解離エネルギーについて、被エッチング膜が
ポリシリコン膜及びＴｉＮ膜である場合、ポリシリコン内のＳｉ－Ｓｉ結合解離エネルギ
ーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）と、ＴｉＮ内のＴｉ－Ｎ結合解離エネルギーＤ（Ｔｉ－Ｎ）とによっ
てエッチングレートＥＲ１及びＥＲ２が影響される。図２１及び図２２に示すように、Ｄ
（Ｔｉ－Ｎ）はＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）よりも大きく、Ｔｉ－Ｎ結合の方が強いことが分かるが
、Ｄ（Ｔｉ－Ｎ）はＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）と同様に比較的低い値である。
【０１９２】
　一方、エッチング反応後の被エッチング膜の結合解離エネルギーに着目すると、被エッ
チング膜がポリシリコン膜及びＴｉＮ膜である場合において塩素系のエッチングガスを用
いる場合、図２１に示すように、Ｓｉ－Ｃｌ結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｃｌ）とＴｉ
－Ｃｌ結合解離エネルギーＤ（Ｔｉ－Ｃｌ）とはほぼ同等の値である。すなわち、エッチ
ング反応が進むためには、Ｄ（Ｔｉ－Ｎ）及びＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）よりも高いエネルギーが
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必要となるが、十分なエネルギーを与えてやれば、Ｄ（Ｓｉ－Ｃｌ）及びＤ（Ｔｉ－Ｃｌ
）はほぼ同等であるため、ＴｉＮ膜の方が若干エッチングレートが小さいものの、ポリシ
リコン膜及びＴｉＮ膜のそれぞれのエッチングレートはほぼ同程度である。従って、被エ
ッチング膜がポリシリコン膜及びＴｉＮ膜である場合において塩素系のエッチングガスを
用いる場合、ＥＲ１及びＥＲ２はほぼ等しくなるため、ＴＨ１＝ＴＨ２に設定することが
好ましい。
【０１９３】
　また、被エッチング膜がポリシリコン膜及びＴａＮ膜である場合、エッチング反応前の
被エッチング膜の結合解離エネルギーについて、図２１及び図２２に示すように、ポリシ
リコン内のＳｉ－Ｓｉ結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）よりもＴａＮ内のＴａ－Ｎ結
合解離エネルギーＤ（Ｔａ－Ｎ）の方が大きく、Ｔａ－Ｎ結合の方が強いことが分かる。
また、Ｄ（Ｔａ－Ｎ）はＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）と比べて２倍程度の大きさであるので、エッチ
ングレートＥＲ１とエッチングレートＥＲ２との間には差が発生する。このとき、エッチ
ング反応が進むためには、Ｄ（Ｔａ－Ｎ）及びＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）よりも高いエネルギーが
必要となる結果、比較的高いエネルギーが必要となるため、下地との選択比を考慮して膜
厚を決定する。この場合、ポリシリコン膜の膜厚を例えばＴａＮ膜の膜厚の１．２倍程度
から３倍程度までの膜厚に設定する場合もある。尚、被エッチング膜がポリシリコン膜及
びＴａＮ膜である場合、エッチング前の結合解離エネルギーが大きいため、エッチング反
応後の被エッチング膜の結合解離エネルギーの影響は小さくなっている。
【０１９４】
　すなわち、第１の実施形態（第１～第３変形例を含む）及び第２の実施形態において、
第１ゲート電極材料膜１０７つまりシリコン含有層の厚さ及び第２ゲート電極材料膜１１
１つまり金属含有層の厚さは、金属含有層における金属Ｍ１と当該金属Ｍ１と同一又は異
なる元素Ｍ２との間の結合を切断するためのエネルギーである結合解離エネルギーＤ（Ｍ
１－Ｍ２）と、シリコン含有層におけるシリコン結合を切断するためのエネルギーである
結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）とに基づいて決定される。具体的には、結合解離エ
ネルギーＤ（Ｍ１－Ｍ２）が結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）よりも大きい場合には
、シリコン含有層の厚さが金属含有層の厚さよりも大きく設定され、結合解離エネルギー
Ｄ（Ｍ１－Ｍ２）が結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｓｉ）よりも小さい場合には、シリコ
ン含有層の厚さが金属含有層の厚さよりも小さく設定される。また、金属含有層がＴｉ又
はＴａ等からなり、シリコン含有層がポリシリコンからなる場合には、シリコン含有層の
厚さは金属含有層の厚さよりも小さく設定される。一方、金属含有層がＴｉＮ、ＴｉＣ、
ＴｉＯ、ＴａＮ、ＴａＣ又はＴａＯ等からなり、シリコン含有層がポリシリコンからなる
場合には、シリコン含有層の厚さは金属含有層の厚さよりも大きく設定される。
【０１９５】
　以下、第１の実施形態の第１及び第２変形例並びに第２～第４の実施形態におけるエッ
チングストッパー膜（第１の実施形態の第１及び第２変形例ではエッチングカバー膜）の
エッチングレート及び膜厚の設定について説明する。上記各実施形態では、エッチングス
トッパー膜として、ゲート絶縁膜と同様のＳｉＯ2 膜若しくはＨｆＯ2 膜、ＴＥＯＳ膜、
ＳＡ－ＣＶＤ法により形成したＮＳＧ膜、若しくはＨＤＰ－ＮＳＧ膜などの絶縁性酸化膜
、又はＩｒ若しくはＲｕの酸化物等からなる導電性酸化物膜を用いている。これらのエッ
チングストッパー膜についても、前述の被エッチング膜と同様に、図２１及び図２２に示
しているようなエッチング反応前及びエッチング反応後の結合解離エネルギー、又はエッ
チングガスとエッチングストッパー膜との結合による副生成物の形成及び気化等の影響を
受ける。ここで、ゲート絶縁膜と同様のＳｉＯ2 膜又はＨｆＯ2 膜については、ＳｉＯ2 

やＨｆＯ2 の結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｏ）及びＤ（Ｈｆ－Ｏ）は非常に高い値を示
しており、また、エッチングガス中のＣｌやＢｒとの反応も進まないため、２ｎｍ程度の
薄いエッチングストッパー膜の材料として最適である。
【０１９６】
　また、ＴＥＯＳ膜、ＳＡ－ＣＶＤ法により形成したＮＳＧ膜、又はＨＤＰ－ＮＳＧ膜な
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どについても、それらの結合解離エネルギーＤ（Ｓｉ－Ｏ）が非常に高い値を示しており
、また、エッチングガス中のＣｌ及びＢｒとの反応も進まないため、薄膜のエッチングス
トッパー膜の材料として最適である。
【０１９７】
　また、Ｉｒ又はＲｕの酸化物からなる導電性酸化物膜については、それらの結合解離エ
ネルギーＤ（Ｉｒ－Ｏ）及びＤ（Ｒｕ－Ｏ）は比較的低いものの、エッチングガス中のＣ
ｌ及びＢｒとの反応が進まないため、厚さ５～２０ｎｍ程度のエッチングストッパー膜と
して用いることが可能である。
【０１９８】
　尚、以上に説明したエッチングレートは結合解離エネルギーのみによって決まるもので
はなく、例えば、エッチングガスと被エッチング膜との結合による副生成物の形成及び気
化等の影響を受けることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１９９】
　以上に説明したように、本発明は、ｎチャネル型電界効果トランジスタ及びｐチャネル
型電界効果トランジスタが同一チップ内に存在したＣＭＯＳデバイスのロジック素子やＳ
ＲＡＭなどのメモリ素子を有する半導体装置及びその製造方法として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０２００】
【図１】図１（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の
各工程を示す断面図である。
【図２】図２（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の
各工程を示す断面図である。
【図３】図３（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の
各工程を示す断面図である。
【図４】図４（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の実施形態の第１変形例に係る半導体装置
の製造方法の各工程を示す断面図である。
【図５】図５（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の実施形態の第１変形例に係る半導体装置
の製造方法の各工程を示す断面図である。
【図６】図６（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施形態の第２変形例に係る半導体装
置の製造方法の各工程を示す断面図である。
【図７】図７（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施形態の第２変形例に係る半導体装
置の製造方法の各工程を示す断面図である。
【図８】図８（ａ）～（ｃ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の
各工程を示す断面図である。
【図９】図９（ａ）～（ｃ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の
各工程を示す断面図である。
【図１０】図１０（ａ）～（ｃ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図１１】図１１（ａ）～（ｃ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図１２】図１２（ａ）～（ｃ）は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図１３】図１３（ａ）～（ｃ）は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図１４】図１４（ａ）～（ｃ）は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図１５】図１５（ａ）～（ｃ）は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図１６】図１６（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造
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方法の各工程を示す断面図である。
【図１７】図１７（ａ）～（ｃ）は、本発明の第４の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図１８】図１８（ａ）～（ｃ）は、本発明の第４の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図１９】図１９（ａ）～（ｃ）は、本発明の第４の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図２０】図２０（ａ）～（ｃ）は、本発明の第４の実施形態に係る半導体装置の製造方
法の各工程を示す断面図である。
【図２１】図２１は、塩素系のエッチングガスを用いた場合における各種材料の結合解離
エネルギーを示す図である。
【図２２】図２２は、臭素系のエッチングガスを用いた場合における各種材料の結合解離
エネルギーを示す図である。
【図２３】図２３（ａ）及び（ｂ）は従来のハイブリッドメタルゲート電極構造を用いた
ＣＭＯＳＦＥＴの形成方法の各工程を示す断面図である。
【図２４】図２４（ａ）及び（ｂ）は従来のハイブリッドメタルゲート電極構造を用いた
ＣＭＯＳＦＥＴの形成方法の各工程を示す断面図である。
【図２５】図２５は、従来のハイブリッドメタルゲート電極構造を用いたＣＭＯＳＦＥＴ
の形成方法における図２３（ａ）に示す工程で、素子分離と活性領域との境界に段差が生
じ、当該段差部においてメタル材料膜であるゲート電極材料膜が厚膜化した様子を示す図
である。
【図２６】図２６（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の実施形態の第３変形例に係る半導体
装置の製造方法の各工程を示す断面図である。
【図２７】図２７（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の実施形態の第３変形例に係る半導体
装置の製造方法の各工程を示す断面図である。
【図２８】図２８（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１の実施形態の第３変形例に係る半導体
装置の製造方法の各工程を示す断面図である。
【符号の説明】
【０２０１】
　１０１　半導体基板
　１０２　素子分離
　１０３　ｎチャネル領域
　１０４　ｐチャネル領域
　１０５　ゲート絶縁膜
　１０６　界面層
　１０７　第１ゲート電極材料膜
　１０９　レジストパターン
　１１０　ｎｐ境界
　１１１　第２ゲート電極材料膜
　１１２　レジストパターン
　１１３　第３ゲート電極材料膜
　１１４　レジストパターン
　１１５　ｎチャネルゲート電極高さ
　１１６　ｐチャネルゲート電極高さ
　１１７、１１７Ａ、１１７Ｂ　オフセットスペーサ
　１１８Ａ、１１８Ｂ　エクステンション注入層
　１１９　サイドウォール下層膜
　１２０　サイドウォール上層膜
　１２１　サイドウォールスペーサ
　１２２Ａ、１２２Ｂ　ソース・ドレイン注入層
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　１２４　Ｎｉシリサイド層
　１５１、１５２、１６１、１６２、１７１、１７２、１８１、１８２　ゲート電極
　２０１　第１エッチングカバー膜
　３０１　第２エッチングカバー膜
　４０１　第１エッチングストッパー膜
　４０２　第２エッチングストッパー膜
　５０１　第１オフセットカバー膜
　５０２　レジストパターン
　５０４　第２オフセットカバー膜
　５０５　ｎチャネル領域のオフセットスペーサ幅
　５０６　ｐチャネル領域のオフセットスペーサ幅
　５０７　ｎチャネル領域のゲート電極幅
　５０８　ｐチャネル領域のゲート電極幅
　６０１　レジストパターン

【図１】 【図２】
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